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１．議事日程 

  〔平成２３年第１回安芸高田市議会３月定例会第１０日目〕 

 

                             平成２３年 ３月 ４日 

                             午 前 １ ０ 時 開 会 

                             於  安芸高田市議場 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  一般質問 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（２０名） 

    １番    前 重 昌 敬     ２番    石 飛 慶 久 

    ３番    児 玉 史 則     ４番    大 下 正 幸 

    ５番    和 田 一 雄     ６番    水 戸 眞 悟 

    ７番    先 川 和 幸     ８番    山 根 温 子 

    ９番    宍 戸 邦 夫    １０番    山 本   優 

   １１番    前 川 正 昭    １２番    秋 田 雅 朝 

   １３番    赤 川 三 郎    １４番    青 原 敏 治 

   １５番    金 行 哲 昭    １６番    入 本 和 男 

   １７番    今 村 義 照    １８番    亀 岡   等 

   １９番    塚 本   近    ２０番    藤 井 昌 之 

 

 

３．欠席議員は次のとおりである（なし） 

 

 

４．会議録署名議員 

   １５番    金 行 哲 昭    １６番    入 本 和 男 

 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

  市 長  浜 田 一 義  副 市 長  藤 川 幸 典 

  教 育 長  佐 藤   勝  総 務 企 画 部 長  清 水   盤 

  市 民 部 長  廣 政 克 行  福祉保健部長兹福祉事務所長  重 本 邦 明 

  産 業 振 興 部 長  大 野 逸 夫  建設部長兹公営企業部長  河 野 正 治 

  教 育 次 長  田 丸 孝 二  消 防 長  光 下 正 則 

  会 計 管 理 者  立 田 昭 男  八 千 代 支 所 長  藤 本 宏 良 

  美 土 里 支 所 長  岡 田 敦 男  高 宮 支 所 長  宮 木 雅 之 

  甲 田 支 所 長  箕 越 秀 美  向 原 支 所 長  三 上 信 行 

  総 務 課 長  沖 野 文 雄  行 政 経 営 課 長  武 岡 隆 文 
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  政 策 企 画 課 長  竹 本 峰 昭 

 

 

６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

  事 務 局 長  佐々木   清  係 長  上 杉 浩 二 

  主 査  森 岡 雅 昭  主 任  藤 堂 洋 介 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １０時００分 開議 

○藤 井 議 長  皆さんおはようございます。ただいまの出席議員は20名です。定足数

に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程

は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第１ 会議録署名議員の指名 

○藤 井 議 長  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により議長において15番 

金行哲昭君、及び16番入本和男君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第２ 一般質問 

○藤 井 議 長  日程第2、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 一般質問の順序は通告順といたします。質問方法は一問一答方式とし、

1議員当たり質問時間は30分以内でございますが執行部からの逆質問に

対する答弁は持ち時間には含まれません。なお1つの質問を終え、次の

質問に移る場合は、次の質問に移ります等の発言をし、明確にわかるよ

うにお願いをいたします。 

 それでは質問の通告がありますので順次発言を許します。 

 10番 山本優君。 

○山 本 議 員  皆さん、おはようございます。10番、会派絆の山本優でございます。

今日は先に通告してあります3点についてお伺いいたします。提言も尐

し入っておるかと思いますが、それについても答弁をよろしくお願いい

たします。 

 まず第1点目でございますが、光ファイバー網の整備事業についてお

伺いいたします。この件につきましては、基本計画の概案で先日総務委

員会でも報告されております。一応概案でございますので、検討中とい

われたらどうにもならんのですが、中身についても新聞紙上で発表され

ておりますのでそれについて聞きますのでよろしくお願いいたします。 

 平成23年度に実施計画を策定、平成24年度から平成25年度末にかけて

実施完了すると計画されております。市民の皆様には新聞紙上で見まし

て、非常に関心の高い事業だと思われております。その中で県内でも情

報網の整備が完了していない地域は、庄原市、江田島市、本市の3地域

だけとなっております。情報通信網の整備を早くすると言いながら、な

かなかおくれて最後の3市の中に入ってるということはちょっと対応が

おそかったのではないかと感じております。情報網の整備は地域にとっ

て大変重要な事業だと認識しておりますが、財政も厳しい中での事業費、

この間の新聞では約40億円と、合併特例債を利用しての最後の事業とな

ると思いますけれども、特例債を使って7割が特例債としても3割は市民

の負担となると思います。安芸高田市民3万2,000人として、一人当たり

約37万円ぐらいの赤ん坊からおじいさんまでの負担になるんじゃないか
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と思います。そういうことから考えまして、税の公平性から言えば市長

が言われるように市内全域、全校配備するのが当然のことだと思います

が、この通信技術は日々物すごい勢いで進歩しております。この光通信

事業に対してこれからの利用方法、整備内容について一応お伺いいたし

ます。答弁、よろしくお願いいたします。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  おはようございます。ただいまの山本議員の御質問にお答えをしたい

と思います。光ファイバーの整備についての御質問でございます。 

 御承知のとおり、情報通信網の構築は全国的に進んでおり、広島県内

で光ファイバー網のない自治体は、当市を含め、先ほど議員さん3市の

話を言われましたけど、あと安芸太田町、市を含めたら4つの自治体と

なっております。市内の情報格差だけではなく、他の自治体との情報格

差も大きな課題となっております。現在、当市内で主流となっておりま

すＡＤＳＬの回線では、大容量のデータの送受信や映像の閲覧には限界

があると考えております。若い世代の方は、インターネット環境の充実

した場所を定住の条件の一つとしてもおられます。企業の方も本店支店

や取引先との間での電子図面（キャド）など大容量のデータの送受信に

多大な時間を要し、リアルタイムでの相互通信が困難な状況にあります。

このままでは、安芸高田市への企業の進出はおろか、既存企業の撤退、

若者離れという最悪の事態も懸念をされます。光ファイバーを利用した

情報通信網は、時間と距離を超越することで地理的、空間的制約を克服

できるツールとして、ＩＴの持つポテンシャル、いわゆる「潜在的な可

能性」「将来的な活用能力」は極めて大きいものがあると認識をしてお

ります。 

 こうしたことから、平成23年度当初予算案に光ファイバーによる情報

通信網の具体的な整備内容を定める基本計画及び実施設計の予算を計上

したところでございます。整備の概要は、光ファイバー網を基本として

各戸に告知端末を配備する防災・行政情報通信事業を計画しております。 

 現在、手法を調査研究しておりますが、現段階では告知端末などの機

種や、どのようなアプリケーションを導入するか、またインターネット

通信の運営をどの業者に任すか等の実施計画はこれから具体化をする予

定でございます。将来的に福祉医療や産業・教育分野などへの多様な活

用が十分に図れるよう、基本的に盛り込んでいきたいと考えております。 

 情報通信基盤の構築により、当市のおけるブロードバンド環境をより

豊かなものとし、若者定住や企業の活性化等、将来に展望のある安芸高

田市が創出されるよう、これから整備を推進してまいりたいと思います

ので御理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  この光ファイバー整備事業の目的については市長もおっしゃいました
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ように、多様な活用ができるものと思います。インターネットの使用で

農産物の販売、医療の充実とか教育の多様化、市の広報とか防災対策と

しては光ファイバーによる的確な気象、天気情報などが得られると言わ

れております。そういうしっかりとした目標、使用目的をもって計画を

されてもらいたいと思いますが、この工事の中において伝送路について

は大手が多分やられると思います。ですが、宅内配線というのは家の外

までが伝送でございますが、宅内配線というのは普通の家電屋さん、電

気屋さんでちょっとノウハウを教えたら大体全部できるというように聞

いております。その活性化においてもこの大きな事業でございますので、

そういう地元の業者を十分に有効に利用してもらえるように検討しても

らいたいと思いますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  地元業者への対応ということでございます。これまでやってきており

ますように、地域活性化のため可能な限り、地元業者の方に協力をして

いただきたいと思います。ただ、地元業者の方へも職種によっては対応

できるような形、お互いに認識を持ってもらわないといけないので、早

い時期からちゃんとお互いに研修を含めながらそういうことを対応して

いきたいとかように思っております。 

 それから先ほど、どういうことに使うかということなんですけど、当

面一番私が大事に思ったのは、将来的には医療だと思っております。こ

の中山間地域の医療をカバーするためには、もうお医者さんもほとんど

看護師さんも来てくれないと。その時にはこのメディアを利用した医療

体系が必要だと思います。これは大きな問題になりまして、国における

医療法の法律の改正とかいるんですけど、こういうことを踏まえながら

大事なことだと思ってますので御理解をしてもらいたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  将来、医療を最優先でやられるということは市民が安心して生活でき

る基本となることだと思いますので、しっかりその辺も検討していただ

きたいと思います。 

 それから、整備されて加入率が大体75％ぐらいだと言われております。

そうなるということは、末端のずっと離れたところはお年寄りが多かっ

たらそういうところは加入しないと、してないというようなこともある

かもしれません。その末端のほうの整備の仕方と、最後に年寄りが見や

すいような末端機器、端末機器の整備はどうされるのか。それから末端

のほうでいきますと光ファイバー網を整備するより、電波を飛ばしてあ

る程度のところは、戸数が尐ないところは、光ファイバーをもっていっ

てその電波塔をつくってそれから発信するような方法もできるんじゃな

いかと思いますので、その辺の検討について尐しお伺いしたいと思いま

す。 
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○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  この光ファイバーによるブロードバンドの整備につきましては、安く

あげようと思ったらいいなというころだけやればもう工事費3分の1です

みますけど、公営という意味から家のないところまでということを考え

てます。今そういうことの議員御指摘のように、端末についてもしっか

りこれから考えていきたいと。場合によっては無線との併用も考えられ

ます。要は、市民の方々に満足いただけるシステムにしていきたいと思

っております。中身につきましても、例えば、お年寄りの方に便利なワ

ンタッチ機能とかこういうような身近なものとなるような工夫はしてい

きたいと思いますので御理解をしてもらいたいと思ってます。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  整備の方法で、市長はちょっと前に国土交通省の国道に付設されてお

る光ファイバーが使えるのじゃないかなと思ってるというような発想を

されておりました。これが使えたらまたずっと経費が安くつくんだと思

っておりましたけれども、その後のことは何も聞いてませんが、やっぱ

り難しかったのでしょうか。わかっているところを教えていただければ

と思います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  このことにつきましては、私も東京にいたころ、関東とか北陸でこの

国土交通省の今の光ファイバー網を使っているということを知ってまし

たので、ここでも使おうかということで、なかなか使ったことがないの

で抵抗があったんですけど検討してもらいました。それで現に容量も勝

田の辺で尐なかったんですけどこのたび一応大きくしてもらって、使っ

てもいいという状況なんですけど、今の状況は使用料を伴うのでその辺

の検討を踏まえてから、あきらめたわけではございませんので。このこ

とは40億円を下げる傾向にあるので、非常に使っていきたいと思ってお

ります。これが使えれば中国地方では我が町が初めてになると思います

けど、国のほうは否定はしておりません。ただ、今からいろんな課題も

出てくると思いますけど、議員おっしゃるように、可能性についてはあ

らゆる手段を使って国のせっかく国道の中に光が入ってるわけですから、

こういうものを使っていきたいとは思っております。ただ、確実に使え

るという約束はちょっとできませんけれども、努力をすることは約束し

たいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  市長がまだ努力をあきらめておられないということで期待しておりま

す。情報網の基盤整備事業の光ファイバー整備というのは、将来的に考

えればすごく経済効果が見込まれておると思います。市民の財政負担が
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尐しでも軽くできる方法、しっかり研究調査をされてから早期に実現で

きるよう対応していただきたいと望んで、次の質問に移ります。 

 エコ対策についてお伺いいたします。現在、エコ対策として市のリサ

イクル事業も随分普及し、市民の意識も大きく変わってきております。

大変これはよいことだと考えております。そういう中で、小、中学校の

耐震化事業も行われております。そして平成23年度からは、学校規模適

正化事業が平成27年度にかけて実施されることとなっております。そこ

で、これは国や県の交付金によるところが大きいだろうと思いますけど

も、小、中学校に対する、幼稚園、保育園に対する公設の建物に民間に

先駆けて計画してみずから率先した対策をとっていただきたいと思いま

すが、これについては市長はどうお考えでしょうか、お伺いいたします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  学校耐震化事業が進んでいるが、エコ対策としての太陽光発電などを

利用する必要がないかという御質問でございます。 

 本市におきましては、平成20年度から年次計画に基づいて、学校耐震

化の取り組みを実施しております。旧基準で建築した耐震補強の必要な

学校につきましては、平成24年度を目標とし耐震補強工事を完了すべく

おおむね順調に事業を進めているところであります。 

 また、本市内の学校施設につきましては、一部を除いて老朽化が進ん

でおり可能な限り有利な財源を活用して耐震補強工事とあわせて大規模

な改修工事を実施いるところでございます。 

 エコ対策として太陽光発電設備の設置につきましての御提案をいただ

きましたが、実は本市におきましてもこの検討はやった結果のことでご

ざいますけど、太陽光発電設備の設置には国の補助金はあります。ある

とはいえ、屋上部分への新たな構造物を設置する必要があり、相当な経

費がかかることが予想されております。また、屋上へ新たな構造物を積

載するためには、建物全体の構造計算が新たに必要となり状況によって

は耐震補強工事費を増額する必要も想定されることから、まずは、限り

ある財源を有効に活用するため、可能な限り迅速に耐震補強工事を完了

し、危険建物の解消を図り安全性を確保したいと考えておりますので御

理解を賜りたいと思っております。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  今の答弁では学校に対してはそうですが、今市の施設でエコ対策をや

られておるのはほとんどないわけですよね。そういう中でもっともっと

エコ対策事業を計画していかなきゃいけないんじゃないかと思うんです

が、その辺はどのように考えておられますか。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  地球温暖化等、大事な課題なので、市の中でも実は去年、電気の売電
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価格が上がったというのがありますね。その時にちょっとうちの庁舎内

とかを指示してるんですけど、なかなかすぐに効果が余り出てこないと

いうことがあります。今後もそういうことを調査もしながら、効果があ

るものがあれば積極的に実施をするように努めてまいりたいと。 

 議員がおっしゃるように、大変これは大切な話なのでいろんな面で図

っていきたいと。あとで質問が出ますけど、民間に対してもちゃんとし

た指導をしていきたいとかように思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  地球温暖化の中で全体としてエコ対策は重要なことだろうと市長も今

はっきりとおっしゃいまして、これから検討されるということでござい

ますのでしっかりとした計画対策ができるように希望しておきます。 

 続いて、最後の質問に移ります。子育て支援についてでございます。

子育て支援対策としては、行政として国としてもそうですが、子ども手

当や保育支援、出産手当など財政的支援はしっかりと整備されていると

私は感じております。しかし、これからの時代は一層財政が厳しくなっ

てまいります。金銭面、財政面だけでなく別な方法で子育て中の親の支

援ができるのではないかと考えます。一部でございますが、子どもの成

長が早くてそういう親のところには不用になった品物が相当眠っている

んではないかと思います。職員さんの中でも今子育て中の人もおられる

と思います。そういうことはよく理解されていると思うんですが、こう

いうものをしっかり利用してお金じゃなくそれをうまく利用するような

リードですね、支援課がするんじゃなくて支援課がそういう計画をつく

って市民の皆さんをリードしていくというような考えが必要じゃないか

と思うんですが、そういうアイデアを出しながら財政的に負担を掛けな

いようなシステムを考えられるのではないかと思いますので、それにつ

いて市長の考えをお伺いいたします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  お金のかからない子育て支援をもっと考えたらどうかということでご

ざいます。私も全く同感でございまして、貴重な御提案ありがとうござ

います。 

 現在、子ども手当、保育料の減免、育児医療費等多くの支援策により

子育て家庭における負担軽減を図っているところでございます。今般も

新規事業として子育て、婚活、住宅というものを提案をしております。

現在、リサイクル活動につきましては、商工会やグループ等でフリーマ

ーケットを利活用していただいておりますが、これらを調査し、何らか

の支援ができるよう検討していきたいと思います。また、経費のかから

ない創意工夫した子育て支援対策につきましては調査・検討をしていく

必要があると考えておりますので御理解を賜りたいと思います。貴重な

御提言ありがとうございます。 
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○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  今の市長の答弁の中には商工会とかを利用してということがありまし

たけども、市の管轄などで児童館などもありますよね。そういうところ

には保護者は随分と集まられるわけです。そういうところの空きスペー

スとか何かを利用されたらもっといいんじゃないかということを提言し

ておきます。子育てというのは出産からいうと出産手当が42万円もらえ

るといっても実際には60万円ぐらいかかるわけです。その後育児にまた

次から次といるわけでございますので、尐子化対策としてもそこらをし

っかりと考えながら計画をつくっていっていただきたいと思いますので、

その点について答弁いただきまして、私の質問を終わりにさせていただ

きます。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  先ほども一応御回答したんですけど、あらゆる可能性を踏まえながら

調査検討し、お金のかからない支援策を立てていきたいと思いますので

お願いします。 

○藤 井 議 長  以上で山本優君の質問を終わります。 

 続いて通告がありますので発言を許します。 

 14番 青原敏治君。 

○青 原 議 員  14番、あきの会の青原敏治でございます。通告に基づき質問をさせて

いただきます。 

 私は支所機能についてということで質問をさせてもらうわけですが、

このことは前にも質問をさせていただきました。その時には支所長には

権限を与えていただいていないような気がいたします。 

 まず、最初に支所機能の充実についてをお伺いいたします。合併以来、

段々人数が、支所の人員が尐なくなって、今現在では10人から9人とい

うような状況でございます。そういう中にあって今までどおりの仕事を

支所はやっていかないといけん状況にあります。市長さんの気持ちです

ぐやる課はできたんですが、すぐ意見を聞く課だろうとやる課でないじ

ゃないかなというようなこともあります。すぐやる課でなしに、やはり

今まで通りすぐやる課でもいいんですが、総合窓口か地域振興会という

のが3課あって人員もふやしていただければ、より一層の住民サービス

ができるんじゃなかろうかというふうに思っております。 

 市長さんも施政方針の中で地域格差のないバランスのとれた施策を実

行すると書いてあります。よりそういうことを求められるのであれば、

やはり支所の機能を充実させて十分に住民の方にサービスをしていただ

くというのが私はいいんじゃないかと思っております。そこで市長さん

にお伺いするんですが、やはり支所の機能を人員等々、これからどうい

うふうにされるのか。聞くところによりますと、支所はもう印鑑証明と

か住民票とかとるだけの役所になるよというようなことも聞いておりま
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す。それではやはり地域がますます疲弊するんじゃなかろうかと私は思

います。そこで一つ市長さんのお考えをお伺いいたします。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ちょっと用意した回答と中身が違うんですけど、一応支所機能につい

て答案用紙を用意いたしましたので一応これはちょっと言わせてもらい

ます。 

 支所機能の充実についてということでございます。各支所の利活用計

画を立案し進めていることと現在しております。特に八千代支所におい

ては耐震化の基準が満たされていないことから、他の支所に先駆け進め

たいと考えております。現在、2階に社会教育施設が置かれており、未

利用部分のあるフォルテの活用を念頭に図書館機能を含めた移設につい

て検討をしていくものでございます。 

 他の支所につきましても、にぎわいを創出するため他の公共団体の入

居を視野に入れ利活用計画を作成する計画としております。当面は光熱

費の削減対策を進めようと考えております。 

 私は支所機能、議員さんおっしゃいますけど、これから第2次行政改

革の中でも100人減らしていかないけんのです。どういうぐあいにして

いくかということです。支所の仕事に何があるかいということをしっか

り明確に確認できればちゃんとふやすことを考えますけど、おればいい

とかにぎやかでいいというんじゃ非常に困るんですよ。だからこういう

ことを今支所長さんには言ってます。今問題が出てきてません、そのこ

とに対する。それから返って喜ばれたのが、保健師さんを一人置いたら

非常にいいと、このことが。今まで支所で待つんじゃっていうた話が血

圧はかってもらうのがいいと。返って減らした効果がよかったと思って

解釈してます。ただ、厳密に歴史的背景を見たら、やっぱり行政予算を

効率よくするために合併したわけですから、そういうようなだんだんと

職員は減していかないといけないと思います。八千代にしてももともと

は上根に役所がありましたし、下根も勝田にもあったのが最後は佐々井

だけになったということになっています。ただ私は現場でできる仕事、

例えば福祉ですね。現場密着型。今日も話をしたんですけど、農業改良

普及員さんみたいにですね。地元密着については、安芸高田市バージョ

ンで尐し人材はおってもいいんじゃないかという気もしております。そ

のためにはただ置いとけとか寂しくじゃなしに、そういうことを皆さん

と一緒に真剣に考えていく必要があるんではないかと考えております。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  ありがとうございます。今市長のほうから答弁をいただきまいたけど、

私はやはり人数がおればそれだけ仕事量もふえてくる、そういう考えを

持っております。というのも、やはり本庁へ何百人も置いておくんじゃ

なしに、本庁は本庁機能を果たすために最小限の人数で後は支所に返し
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ていただきたい、支所に振り分けていただいてやはりそこの地域の活性

化をはかっていただきたいというふうに私は思います。それがやはり住

民サービスにもつながるし、格差のない地域社会ができるんではないか

というふうに私は思っております。そういう観点で次の質問に入ります

けど、やはり関連しておりますので次の質問に入るんですが、支所長の

権限ですね、権限がないとやはりなかなか思うようにそこの支所の運営

をできないということがあります。そこで支所長に権限を与えていただ

いて権限に対する予算もつけていただいて、自由に使えるお金というん

じゃないですけどやはりそこの細々とした事業等々をその支所長の決済

でいろんな事業ができていくということがやはり住民サービスにつなが

るんじゃなかろうかというふうに私は思います。その点について市長の

お考えをお伺いいたします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  支所長の権限についての御質問でございます。支所長の権限につきま

しては、市長及び副市長の命を受け、支所職員を指揮監督し支所が行う

事務を掌理する職と位置づけております。 

 支所が行う事務につきましては、「総合窓口課」において窓口業務全

般を「すぐやる課」において支所が所管する地域の農業用施設等、道路、

河川の維持管理に関する業務、及び災害復旧に関する事務を所掌してい

ただいております。決裁権限は、安芸高田市職務権限規程により定めて

おります。工事請負費ですと原則100万円未満について委任しておりま

す。予算に対する権限につきましては、先ほど御説明いたしました支所

長の権限に基づき、「すぐやる課」の維持管理関係が主なものとなりま

す。この予算は議決がありました予算額により吉田町を含め各支所の緊

急度に応じ予算執行をするよう調整を行うこととしておりますので御理

解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  確かに支所長の権限はそこまでだろうというふうに思いますけど、こ

れはやはり市長、副市長の考え方一つでどうにでもなるんじゃなかろう

かと私は思います。といいますのも、やはり支所長に住民の方がお願い

に行く。これはお金がないからできませんと、これは本庁に言わないと

いけませんとかいうような状況が多々あるんですね。そういうのをやは

り緊急を要することもあると思います。災害復旧もまだできていないと

ころもかなりあります。そういうところをやはり支所長の権限で尐しず

つでも緩和されるんじゃなかろうかと思います。前回質問をしましたと

きには支所には3,000万円のお金をつけておりますよと言われましたが、

これはきめ細かな交付金の中から出していただいた分だろうと思います。

今年度平成23年度については、もうそのお金はありません。もう支所長

が最大限に使えるのは300万円までと聞いております。それも各支所そ
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れぞれみな一緒で300万円。吉田については500万円。吉田に支所がない

のにおかしいんじゃないかという思いがするんですが、それは足らんよ

うになったらそれを配分してやるんよという状況になった分だろうと思

いますけど、そこらあたりをもう尐し金額を上げていただいてきちっと

した対応ができることが即決できるだろうと思います。そうするとやは

り住民の方もやってもらったんだという満足感があるんですよね。そう

いうのをやっぱり求めて、我々もそういうのを聞くんですよ。合併して

何がよかったかというと、合併していいことは一つもないよといまだに

聞くんですよ、これは。だからやっぱり支所を充実させないといけんな

というのはもう強く思っております。このことは私は合併する前から吉

田にも支所をつくらないけんというような話はずっとしてきております。

吉田支所をつくって吉田の人はそこへ行く、そうするとやっぱり各支所

同じような状況になれるんじゃなかろうかと思います。今では中央集権

ではないですけど、吉田へ集中してもうて支所はほったらかしという状

況になっとるんじゃなかろうかなという思いがします。これは私の思い

ですよと。そこらを尐しずつ解消していただきたいというのがもう前か

らの願望でございます、私の。これができれば私は議員やっとってよか

ったなという思いがすると思うんですね。私の満足だけではなしにやは

り住民の方もそれを望んでおられるんだろうと思っております。これは

やはり先ほども言いましたように、合併してええことが一つもないよと

いうことは聞きたくないんですよ、私らも。ああいう話はね、聞きたく

ないです。だから聞かんようにするためにはやはりそこらをやっぱり市

長であるトップの方の考え方をしっかり。市長さんも選挙に出る前は何

年かかけて各町を回られたときにそういう声がでてきたんじゃないかと

いう思いがします。そういうのをしっかり受けとめていただいて、支所

の充実を図ってもらいたい。もう尐し人数が多ければもうちょっとは動

けるんじゃないか。市役所に行ってすぐやる課の人へ話がいってもおら

んのですよ。おってないんですよ。それで総合窓口課にいって話をする

かというと、伝えときますよと。それじゃだめなんですよ。今回も本庁

についてはワンストップの総合窓口の事業が開始されますけど、そのこ

とについても私はそれは吉田支所ができたんかなという思いをしており

ます。だったらやはり同じようなサービスを支所にもしていただきたい

と私はそう思います。そのことについて市長のお考えをお伺いいたしま

す。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  合併して悪かったなって、それは今までの経済いいときの市町を皆さ

ん市民の方は持っておられますけど、もし合併してなかったらもっと大

変になるというのは議員の皆さんがよく知っておると。だからやっぱり

このことは公を通じてこうなったということはちゃんと我々は市民の

方々にわかってもらえる義務があると思います。だからただ単に、それ
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から今のさっきこれからの財政状況というのはもうずっと関連議員さん

の関係で私説明してますけど、将来的にこうなるという説明をしてます。

その時に職員体制についても今からさらに100人減らしていくんですけ

ど、議員の先生がそこまでおっしゃるならどこを減らしたいいかという

ことを忠告してもらいたいと思う、ほんまに。あのね、支所をふやした

ら本庁のどこを減らしたらいいかということも検討していかないといけ

んのですよ、これ。全体的なバランスの中で予算もそうです。配分も支

所を減らしたらどっかの予算を減らさないけんと。この理屈が成り立つ

ならいいけど、だだっ子みたいにどっか減らせ減らせというように聞こ

えるんですよ。そうじゃなしに、ちゃんとおたくらもこの議員の全員協

議会なんかにおいてこういうことを言うたんだが、市としての配分も悪

いよねと言うんだったら本庁のどこを減らしたらいいかということもし

っかりこれから考えていかないといけないと思います。基本的には私も

支所の充実を図っていきたいんですよ。だからさっき申しましたように、

福祉とか農業とかの分野にはそういうところがあるんじゃないかいう感

じはしておるわけであって、だから一緒になってこういうことを考えて

いかないと、ただ支所だけふやすと。今我々も支所も大きな暖房費がか

かりよるわけだ、これ。それで職員も支所の方々に私のところへ、すぐ

やる課で職員にしたんですけど、それに対して苦情は私に入ってこない

んですよね。4年間、それは聞いた人は何をしよったんですかって聞き

たいんですよ。ただ皆さん方ね、ちょっと人が言うてきたっていうんじ

ゃなしに、ほんとに実態調査をしてこういう仕事をするためには何人い

るんだということをしっかり把握しないといけないと思う。今の段階で

は今の人数で足りてると思ってます。もっともっと職員も啓発していか

ないといけん。わかる問題みんな本庁に言っとるんじゃないかと思う。

わかる者に。大体皆さんが住民知っておる方ね、人数がおらんでもちゃ

んとわかる者がおれば一人で対応できるはずですよね。私含めて職員の

啓発はかけていきます。だけどレベルアップしないと行革をもできんと

思います。議員のおっしゃることわかりますので、その充実を図るため

にはいろんな全体的なバランスとかいろんな課題があるんだということ

は意識していただきたいと思います。 

 それから、よその市町の権限とか研究してありますけど、多分合併協

のときによその市町の職務権限、権限規程を習ってこれをつくってると

思います。100万円というのが低いからそれじゃ1,000万円にせえとかい

うことは何ぼ必要でも私はできんと思う、これはと思います。100万円

というのは全国的な手ごろなところ。余り大きくしてたら今度は議会な

んか要らんようになりますよ。だからそういう大きなバランスの中にあ

るので、全体的なものを考えながらこの問題については考えていきたい

と思います。だけどなかなか過去の歴史を見ていると非常に難しい問題

だと思いますけど、できることなら市民の納得いく形の組織づくりをし

ていきたいと思いますので御理解を賜りたいと思います。 
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○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  今がいみじくも反問権じゃなかろうかというふうな思いがするんです

が、私が思うにですね、住民が何を求めてるのかということなんですよ。

要するに日常に生活するのに困ることが多々あるわけですね。そのこと

をお願いするにはやはり行政にお願いに行くということになると、やは

りすぐやる課であり総合窓口であると思うんです。特にすぐやる課なん

かいうのはとにかく行ってもだれもおらんかったという状況が多々ある

わけですね。そういうときにはやはり建設部であり産業振興部でありの

人員を尐し本庁は本庁機能だけで済ますようにして、それを余剰人員っ

て言ったら語弊があるかもわからんですが、それを各支所にまた一人ず

つなり二人ずつなりとふやすというような方法をとっていただければ私

はできるんじゃなかろうかというふうに。本庁はやっぱり本庁機能をし

っかり充実させていただきたいというふうに思う。それで今は先ほども

ありましたように、光ファイバーとかいうようなＯＡ機器がかなりあり

ます。だからその場におってパソコンでぽぽってやればすぐにいくんで

すよ。命令系統なんかいうのは。だからそういう状況にあるときですか

ら、やはり支所の充実というのはやはり人員がおらないけんものだろう

というふうに私は思っております。反問権にふたないんですが、そうい

うふうな思いがありますので、一つそこらを考慮していただいて再度市

長の御見解をお伺いいたします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員がおっしゃることもよくわかります。ただ、どの職務が余ってる

かですよ。各課長さんのところで聞いたら、足したらふえるような話に

なります。だからその我々のものさしもちょっと厳しく見ないといけん

かもわかりません。私は本庁には人が余ってるように見えないんです、

今。じゃあどこがあまっとるんかということをしっかりやろうと思った

らどういう手法でやっていくかと、無理やりしていくんかというように

なります。ただ他の市町をみても支所にちゃんと機能を住民の要望を聞

くために人はたくさん置いてないと思います。だからそういう住民の

方々の要望が応えられるならこたえる職務を置かないとしょうがないと

思います。数だけじゃないと思います。ちょっとそこは。そこを手厚く

すれば、今度福祉とか教育がまた薄くなるわけですから、住民はそこを

求めておったら、福祉も教育もしっかりやってくれと。それで支所もや

ってくれと。だからさっきから申しましたようにバランスの問題のあと

で考えていきましょうということを申してるわけです。支所だけじゃな

いんですね。住民の方々は支所もにぎやかにしてって言ってるかもわか

らんけど、教育も頼む、福祉も頼むでしょ。どっちも人が要りますよ。

だからその辺は限られた人材の中で限られた予算でやるわけですからう

まくバランスを考えていかなきゃいけんと。この協議を十分していきま
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しょうということをさっきから提案しているわけなんで御理解を賜りた

いと思います。一方的に支所だけふやしても今度こっちが手薄になった

ら困る。我々は現在は適正な配置をして頑張ってると思う。見方変えた

らどっかがまた人員が多いのかもわかりませんけど、その辺の努力とい

うのは我々しっかりしていきますけど、根本的には先にバランスの問題

を考えていきたいとかように思っておりますので御理解をしてください。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  いろいろな状況の中で市長さんも苦慮されて考えてやられとることが

あろうというふうに私も思っております。しかし私は当初から言ったよ

うに6つの支所をつくらないけんのんじゃというのはもう腹から言うて

きてることです。吉田町には本庁には地域振興課はなくなりましたね。

今どこにいってるのか、今度は総合福祉にいくんかなというような思い

をするんですが、そういう思いの中でやはり住民サービス第1、地域格

差のない住みよいまちづくりをするんであればぜひそういうのをお願い

をして私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○藤 井 議 長  以上で青原敏治君の質問を終わります。 

 この際、11時10分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １０時５３分 休憩 

午前 １１時１０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○藤 井 議 長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 3番 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  3番、会派絆の児玉史則です。通告に基づき4点の質問をいたします。 

 まず第1点目ですが、債務残高削減への取り組みについて伺います。

米格付会社が日本の長期国債を格下げする現状で、将来の長期金利の上

昇が予想されております。長期金利の上昇は国のみならず当市の債務返

済にも多大な影響を与えると考えます。今後の長期金利の推移を現時点

でどのようにとらえられているのか。また債務削減に向け目標とする上

限設定を設けられるお考えはないか、市長の御所見を伺います。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの児玉議員の御質問に対してお答えをいたします。長期金利

の推移を現時点でどうとらえているか。また今後、債務残高に対する上

限設定を設ける考えはないかという質問でございます。 

 アメリカ、米の格付会社が日本国債の格付を行ったことによる今後の

長期金利の推移をどのようにとらえているかという御質問でございます。

私もその分野の専門家ではございませんので、今後の推移を見きわめる

ことは非常に難しいところでございます。ただ、今回の日本国債の格下
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げに対し日銀も「長期金利に大きな影響はない」としております。また、

多くの金融証券会社等の専門家も「今後、長期金利が大きく上昇するこ

とにはつながらないとし、上昇しても1.5％を超えることはない」と見

ているようでございます。 

 事実、国債の格付が格下げになった1月28日以降2月16日までの間は

1.35％台まで上昇いたしましたが、その後は下降し、上昇前の1.2％台

に戻っているところであります。いずれにいたしましても、今般のよう

な政治の混迷が長引けば、財政再建の停滞等により国債への信任が失墜

し、国債価格の下落、金利の高騰といったリスクも高まってまいると思

います。そうなりますと、議員がおっしゃるとおり、利払い費の増大や

国債を保有する金融機関の経営悪化を通じ、国民生活にも悪影響が及ぶ

ものと懸念されますので、今は何よりも国政の安定を願うものでありま

す。 

 なお、本市の地方債残高でございますが、合併時に普通会計ベースで

350億9,000万円ございましたが、その後、起債の抑制と繰り上げ償還等

に努めた結果、今年度末には33億400万円減尐し、残高は317億5,000万

円になる見込みでございます。今後、一時的に増加すると年もございま

すが、総体的に合併前に各町が多額に発行した地方債の償還の期限が到

来してまいりますので、平成31年度時点では地方債残高は189億円程度

まで大きく減尐していくものと考えております。 

 また、先般公表いたしました財務4表の分析においても、本市の地方

債の償還能力に特に問題があるという状況ではございません。従いまし

て、今後の債務残高に対する上限設定につきましては現時点ではあえて

必要がないと思っておりますので御理解を賜りますようお願いをしたい

と思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  確かに財政はまだ持ち越したようだろうというのは、我々にほぼ共通

したいわゆる楽観論であろうと思います。確かにおっしゃるように、根

拠はあるわけですね。国内投資家の日本国債の保有率は95％。また国民

負担率といいますけどもこれは国民所得に占める税と社会保障の割合が

38.8％。これは先進国の中でも非常に低い水準で消費税の引き上げ余地

があるというようなことが根拠になっておるんだろうと思います。しか

し、日本の貯蓄率の低下、これは低下の一途でこの10年間で51兆円した

かふえてないわけです。単純に1年間で5兆円しかふえてない。それに対

して国債発行額は44兆円にのぼっているわけですから、真綿で首を占め

られるように日本は虫ばまれていってるというのが、そういう将来が想

像できるんじゃないかと思います。従って市場がどうみてるかというと

このあたりをみれば金利上昇がいつはじまってもおかしくないという状

況ではなかろうかと思います。平成21年度の行政コスト計算書によれば、

一般会計における地債償還利子は5億4,000万円。特別会計を含めますと
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8億5,000万円の利息を要してます。仮に長期金利が5％になれば債務残

高、これは特別会計を含めてですが、470億円に対して23億円の利息を

要することになります。転ばぬ先の杖ではありませんが、やはり金利と

いうのを比重に考えながら債務残高の推移を見守っていく必要があるだ

ろうと思います。そういった意味で考えますと、やはりある程度の私は

上限を設けるべきではないかと思うんですが、再度、その上限設定につ

いて伺います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員御指摘のように、今の債務の状況について楽観しうる社会状況じ

ゃないということは私も認識をしております。さいとて不安ばっかりお

ったら行政までいきてこないので、その辺のことをしっかりこれからも

考えていきたいと。まず、安芸高田市にとってはいわゆる繰り上げ償還

とか事業のさらなる効率化とか、今提案してます第2次行政改革の推進

とかこういうことを図っていきながら、今議員提案の件につきましては

いま尐し時間をいただきたいと、私も勉強不足かもわかりませんけど、

非常に楽観している状況ではないということはお約束を申し上げたいと

思います。御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  市長はちょっと知識がっていうことをおっしゃってますので余り詳し

く聞くのもあれですが、例えば、特別会計を含めて8億5,000万円の金利

があるとすると、その利息が上がってくれば当然その8億5,000万円がふ

えるわけですから、8億5,000万円を例えば基準に考えるとか、先ほど債

務残高といいましたけども金利を基準にして考えるとか、そういう何か

一つ支払いの基準を決める必要があるんじゃないかと思ってるんですね。

金利が上がれば当然その8億5,000万円でとめようと思えば債務は落とし

ていかなきゃいけなくなる。そこらで何か一つ基準がいるんじゃないか

と思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  現在借りている分の国債につきましては、繰り上げ償還と高率のもの

は努力をしております。職員の協力のおかげである程度の成果が出てま

す。今後についての対応ですけど、高い金利で設定された場合、これは

また考えていかないけんかもわかりませんけど、そういうことを踏まえ

ながらこれからの債務の管理をしていきたいということをお約束してる

わけであって、ここで何ぼで決めるということは他の町とかどういう状

況になるかということも不勉強なのでちょっと課題として受けとめてま

すと答えたわけでございますので、御理解をしてもらいたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 
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○児 玉 議 員  別の見方で見たときに平成19年度の一般会計における人口一人当たり

の地方債残高ですね。これは数字を出していただいてますけど、類似団

体平均で56万1,000円、全国平均が44万6,000円、広島県の市町平均が64

万2,000円、これに対して安芸高田市は105万5,000円、これ平成19年度

ですけども、いわゆる各市平均より2倍近い借金を抱えておるという現

状があります。現在、確かに合併特例債などの積極的な活用等を行われ

ている状況にありますから、ある程度やむを得ないと思いますけど、加

算措置を終了する平成31年に向け、それに向けてはやっぱり目標を競っ

てしていく必要があるんじゃないかと思うんです。このあたりの目標、

年限をある程度目途に決めていかれるというお考えが必要じゃないかと

思うんですが、その辺はいかがでしょう。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 副市長 藤川幸典君。 

○藤川副市長  国債等については安芸高田市がどうこう言うことはできんわけでござ

いますので、これは国政のほうの状況でございますが、そのために安芸

高田市が平成16年に合併して、平成19年の財政健全化計画を立てたわけ

ですね。その後、社会経済情勢等、変化いたしまして昨年の10月に財政

健全化計画というものをあわせて総合計画と見直しを図ったわけでござ

います。御案内のとおり、新市建設計画に基づいて安芸高田市の場合は

そういった総合計画を踏襲したものを立てておるわけでございます。御

案内のとおりそれぞれの施設等、今半分ぐらいはでき上がっております

が、あともう半分ぐらいは今から建設していくわけでございますが、今

後のそういった10年間の先の見通しについてはそういった総合計画の中

でそういった大規模な建設費用というのは今のところは想定はしてない

わけで、当然、公債、借金ですね、負債はそんなに今の時点よりは減尐

するというのはこの財政の見通しの中で立てておるわけでございます。

交付税の加算が10年間、10年間がたちますと5年間かけて段階的に2億数

千万円ずつ減尐していく、そのために第2次行政改革の中でいろいろと

債務、歳出を計画を立てて取り組んでおるところでございます。 

 議員が御指摘のように、今までのもう上限というのは安芸高田市の場

合は想定はしておりませんので、昨年の10月に財政健全化計画のとおり

粛々と行財政改革を進めながら進めてまいりたいと思っておるところで

ございます。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  市民の皆さんにわかりやすい指標づくりっていうんですかね、そうい

った観点から考えると、例えば平成22年度末の地方債残高見込み額は特

別会計を含めると、先ほど申しましたように470億円あるわけですが、

平成22年度の人口3万1,500人、これこの前報道された数値ですが、これ

で割った場合一人当たりの地方債残高は約150万円になります。9年後の

2020年には人口が2万8,000人になると推定されておる。先ほど、地方債
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残高を減らしていきますというお話でしたが、この単純に地方債が同額

で推移したと考えますと、一人当たりの債務は170万円になると。市と

しての地方債残高はふえていないのに市民一人当たりの債務は20万円ふ

えることになります。この9年間でへる人口4,000人ですね。4,000人に

一人当たり150万円かけますと60億円という数字が出るんですが、こう

いった市民の皆さんにやはり一人当たりの指標でお示しをしていくとい

うことは私は大事なんじゃないかと思うんですが、このあたりいかがで

しょう。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 副市長 藤川幸典君。 

○藤川副市長  議員さんが御指摘のとおり、一人当たりの債務残高と言われますが、

裏を返せば、それだけ安芸高田市のためにいろんな事業展開を合併当時、

505施策等を展開しておるという裏づけに相なるわけですね。そのため

に財務4表で集中改革プランといいまして市民にすべて公表しなさいと

いう財務4表もございますが、その見通しも安芸高田市の場合は先ほど

市長が答弁しましたように2年間で7億2,000万円繰り上げ償還をいたし

て公債の圧縮を進めておるわけでございます。市民にわかりやすく、た

だ単純に一人当たりの債務残高というよりも何をやったからこういった

借金の返済がありますと。その借金の返済の中には、例えば合併特例債

でいえば7割は交付税から参入されておりますというような説明がどの

ような手法で市民の方へわかりやすく説明するというのは、市のほうが

いろいろと知恵を出してやる必要があろうと思いますが、ただ個人あた

りの負債残高で安芸高田市の場合を展開していただく前に、そういった

総合計画を堅実に着実に進めておるということでございますので、その

点は一つ御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  副市長の御説明のとおりで全くその住民の皆さんのためにということ

で投資されている分、その辺は重々承知しております。ただ、9年、10

年で考えていきますと、やはり一人当たりの数値でみれば債務がふえて

くると。人口がへる社会ですからどうしてもやむを得ないと思うんです

が、数値的にはそうなってくる。そうするとそれは将来の次の世代のや

っぱり負担というような見方にある意味見えてくるんじゃないかと思う

わけですね。今のその特例債を使ってしっかりとやるというその辺は私

も重々理解しております。その辺は毛頭心配しておらんのですが、それ

以降ですね、そこらに対してもやはりツケが残らんという形か、その数

値を見ていこうと思えば今の一人当たり債務の見方に私はなってくるん

じゃないかと思います。市長はその政治は決断であり結果責任であると

おっしゃってますけども、次世代へツケをふやさない、減らしていくこ

とこそ私はまさに結果のあらわれだろうと思ってるんですが、そのあた

りは市長いかがでしょう。 
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○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員御指摘のこと、よくわかります。夕張のようにならせんかという

て市民が思ってるんですけど、夕張と安芸高田市が違うことは、やっぱ

り今度はこの内債務をするにしてもいわゆるあと7割の補助金をもらっ

た債務をしているわけであって、その辺が計算に入れてないということ

なので。先般、大竹の市議会でちょっと問題になったことがあるんです

よ。何で安芸高田市と100億円も違うんかいうて。うちも使ええやって。

というのは、やっぱりあれだけの市民のサービスをしてるんだというこ

とは御理解を賜りたい。ただ、単純な借金とは違うんだということを市

民にわからせてちょっと説明しないけんと思う。先般もコラムでちょっ

と書いたんですけど、まだまだ理解してもらえんようなことになっとる

んですけど、このこと私のところへも来られます。ただ借金の種類が違

うんだということはやっぱり認識をしてもらいたいと思います。そうか

といって、さっき副市長が申しましたようにサービスの低下を、例えば、

これ借金やめて事業を全部やめたらだめです。これじゃあ合併のときの

建設計画が成り立たんわ、新しい事業の展開もできんわでも困るんで、

我々が考えるのは市民の方々に借金は四方あるんだけど、いろいろ事業

をして満足度を与えてその借金は安全に返しますよということがわかっ

てもらえばいいんだろうと思ってるんですよね。そのことをもっともっ

と市民の方々にわかりやすくしていかないといけんと。非常にこれ民間

と比べたら理解してもらえます、これ。一応、7割返ってきても10割の

借金で同じようにとられてるわけですから、後から返還がありますよと

いうのをちょっともっと説明が不足してるんじゃないかと思います。で

きれば私はちゃんとした安芸高田市財政が破綻しないなら、もっともっ

とお金を使うべきだと思ってます。市民サービス。これが我々行政の役

割だと思ってます。無駄遣いをせえというんじゃなしに、市民の納得い

くサービスの構築に努めていきたいと思ってますので、私を含めてまだ

説明不足かもわかりませんけど、これはちょっと議員の皆様方にもその

ことは協力してもらいたいと説明します。非常に、議員がおっしゃるこ

とわかりますので、それでも借金抱えてということになってくると、こ

れある程度は日本の財政の仕組みだと思ってもらえれば片づくんですけ

ど、単に借金だけを表へ出すと非常に大きな問題になります。この辺の

ことを踏まえながらかじ取りをしていかないといけんと思いので、どう

か御理解してください。しっかり破綻せんような財政運営をお約束した

いと思いますのでお願いいたします。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  わかりやすい指標を是非、お願いしたいと思います。 

 次の質問に移ります。2点目は財政健全化計画による将来財政につい

て伺います。平成21年度決算と比較しますと平成31年度は歳入が53億
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7,000万円、約25％の減が想定されております。今後、この25％削減に

向けた具体的歳出項目の絞り込みと予算づけが必要と考えますが、市長

の御見解を伺います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  財政健全化計画による将来財政についての御質問でございます。平成

31年度には歳入が現在より25％減となることを踏まえ、具体的歳出項目

の絞込みと予算づけが必要と考えるがどうかという御質問でございます。 

 昨年10月に改定いたしました財政健全化計画における歳入総額は平成

21年度決算数値と平成31年度推計数値を比較しますと、53億7,000万円、

議員御指摘のように25％の減となっております。また、当該年度のみの

臨時的な歳入を除き、市税や地方譲与税・地方交付税など毎年経常的に

歳入される、いわゆる経常一般財源ベースでみますと、平成21年度が

130億6,000万円、平成31年度が109億6,000万円、差し引き21億円の減尐

となります。従いまして、収支のバランスを保つためには、歳出におい

てもこの経常一般財源ベースで減尐する21億円を尐なくとも削減するこ

とが必要になると思います。そのために、財政健全化計画に掲げており

ますように、歳入の確保対策の強化に加え、職員の定員適正化計画に基

づく人件費の削減。2点目は起債の抑制。3点目は民間活力の活用。4点

目は事務事業の見直しによるコスト削減等ということでございます。こ

ういうことを踏まえまして、徹底して「第2次行政改革」に取り組んで

いく必要があると思っております。こうした取り組みにより、平成31年

度時点では、人件費においては4億9,000万円、公債費で8億4,000万円、

物件費で2億5,000万円、維持補修費で5,000万円、補助費等で3億円、繰

出金で2億2,000万円、合計で21億5,000万円の削減が可能になると見込

んでいるところでございます。 

 いずれにいたしましても、今後の社会経済情勢等の動向を慎重に注視

しつつ、毎年度、ローリングにより財政計画と実施計画との整合性を保

ちながら、予算編成等に反映してまいりたいと考えておりますので、御

理解を賜りまうようお願いをしたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  今御説明いただきましたけれども、平成31年に向けていろいろな事業

の改善を行っていくと。ただ、我々にわかりやすくと申しますか、例え

ば、25％削減と考えたときに平成23年度の事業で見てみますと、補助金

総額が146の事業に対して約5億2,000万円ついてます。例えば25％減ら

そうと思うと1億3,000万円減らして3億9,000万円の予算を組むようなわ

けです。事業数も146から110ぐらいの事業に減らさなければいけない。

大枠での説明はわかるんですが、また第2次行政改革計画書でも中身は

わかるんですが、こういった具体的な数値が出てこないわけですね。こ

ういったいろいろな小さい分類の支出分ですべてある程度ウエート的に
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当てはめて、中身的な削減目標を実際に市民の皆さんにお知らせすると

いうことを私は必要じゃないかと思うんですが、このあたりはいかがで

しょう。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員御指摘のように、当該年度をとらえますと合併特例債とか臨時交

付金とか景気対策とか、いろんなお金を含んでますので一概に言えない

ですけど、議員がおっしゃるように各細かくとらえて累計すればこうな

ると説明してるんですけど、具体的になかなか御理解が保てないところ

があると思いますけど、この辺につきましてはちゃんとわかるような資

料づくりもこれから心がけていきたいと思います。今私が先ほど説明い

たしましたのは、トータルで考えてこうなりますよという説明なんで、

もうこれで市民の方とか議員の皆さん方が尐しわかりにくいとおっしゃ

ればちょっとわかるような仕組みもこれから考えていきたいと思います。

御理解を賜りたいと思います。トータル的には大事なんで理解してます。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  実際に25％削減になりますと、私は恐らくゼロベースから立てていか

ないと大変厳しい、削減に対しては難しくなってくるんじゃないかと個

人的にはそこらを思っております。普通会計における住民一人当たりの

行政コストというのが出ておりますが、これは平均的な水準が20万円か

ら50万円、これに対して当市が平成21年度で約60万円と非常に高い水準

になっております。人口が減尐しておるわけですから、年々このままの

数字でおりますと、当然、その行政コストというのは上昇するわけです。

財政が厳しくなれば、また財政が厳しくなる中、当然その行政コストも

大幅に下げていく必要があるわけですけれども、そういった意味で考え

ますと住民サービスの低下もある程度やむを得ないところが私は出てく

るだろうと思います。財政健全化の最終年度である平成31年度の姿をし

っかりと市民の皆さんにお見せし御協力を仰いでいくと。そこに至る道

筋をちゃんとお示しするというのが、これは大きな役割じゃないかと思

うんですが、その辺はいかがでしょう。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  おっしゃるとおりでございまして、今ちょっと派手に見えるのは合併

の特例債を活用した事業の展開を図っていくと。制度の仕組みですから、

この際、有効して7割超えをした方がいいんじゃないかという考えでや

ってます。それから建設計画を履行するためにも必要じゃないかという

ことでやってますけど、全般的に言ったらさっき言ったサービスの低下、

これもまぬがれてこんと思います。それでやっぱりいろんな社会の仕組

み、例えば市民の方の動きの新交通システムとか総ヘルパー構想とかい

うのは、大きな意味で言うたら行政コストを下げる一つの手法なんです
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よね。だからこのことを我々が推進することによって、将来特例債がな

くなったときでも、その差が今のギャップが尐なくて済むんじゃないか

と今理解しております。国のほうも多分こういう方向でまた来ると思い

ますけれども、消費税を上げていくか、こういう仕組みをどうかとどっ

ちかの選択をしていかないけんわけでございまして、このことを踏まえ

ながら我々も行政運営もしていかないけんと。議員御指摘のように、こ

こは今、特殊の状態ですよと。これがなくなったらサービスの低下しま

すよということは市民にわかりやすく啓発していく必要があるかと思い

ます。だからこういうものをやっていかないけんのと皆さんの協力がい

るんだという話のほうがやっぱり理解をしてもらいやすいかもわかりま

せん。ありがとうございます。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  それでは次の質問に移ります。3点目は、グローバル化に対応した職

員育成について伺います。 

 国境の壁が急激に低くなり、世界の動向に注視しなければ、一地方都

市とはいえ、将来の方向性に対する判断におくれや間違った方向に進む

可能性もなきにしもあらずと考えます。今後、諸外国、とりわけアジア

諸国へ職員を派遣し、視野の広い人材を育成していくことが重要であり

その時期に来ていると考えますが、市長の御所見を伺います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  グローバル化に対応した職員の育成についてということでございます。

私、最初この問題はうちの尐子化の問題から一応とらえとったんですね。

将来における尐子高齢化、安芸高田市における福祉とか医療とか農業と

かいろんな工業団地とかそういう仕組みが全くとらえられなくなってく

る、人材不足でと。それをちゃんと外国に求めるためには、多分化共生

が必要じゃないかということでぜひやろうということでしたけど、最近

になったら今度はＴＰＰの問題、農産物をもっと買ってもらえるところ

があるんじゃないかとか、それから環境の問題。そういう意味でやっぱ

り議員御指摘のように、私を含め職員もちゃんと向こうのことを理解し

ないと次の施策の展開はできないと思っております。非常に近い距離に

あるわけですから、東京に行くのと変わらんような状況なんで、これか

らは積極的に職員の方にも勉強の意味でもそのグローバル化に対応した

研修をしてもらいたいとかように思っております。議員と同感でござい

ます。議会の方もやっぱりそういうような今外国に行っちゃいけんよう

なことになってますけど、ちゃんとこういうところに行って適当な私ら

もアドバイスをもらいたいと。いろんな方から意見を聞きながら、この

難局を乗り切っていきたいと思っております。御理解をしてもらいたい

と思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 
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 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  民間でも一緒ですが、民間でも企業は人なりということを言われます

けども行政も全く一緒で、人材育成というのが非常に大きな仕事だろう

と思います。残念ながら、今の日本というのは、私が感じるところです

が、成功体験に凍り固まって、いわゆるマニュアル管理化にしてしまっ

た社会や組織というものが変化を許さないような構造になっておる。い

わゆる閉鎖的な社会になっておるんじゃないかという感じがしておりま

す。1980年半ばに米国が構造改革を渋る日本を例えて、沸騰しつつある

ぬるま湯の中のかえるに例え話で言ったのを思い出すんですが、こうい

った目先の居心地のよさから目を覚めさせるためには物の見方が凍り固

まった我々の世代じゃなくて、いわゆる20代や30代の方、積極的にその

方々を海外に出て行っていただいて、見聞を広げて意識を変えてもらう

必要があるんだろうと思います。日本の周辺には全く違った目で物を見

ている韓国が存在しますし、年率10％の経済成長を謳歌する中国がある

わけです。東南アジア諸国も著しい発展を遂げております。ぬるま湯か

らとにかく飛び出す人材の育成ですね、そういうことを目的に若手の海

外出張というものをやってみたらどうかと思ってるわけです。その辺の

もう一度お考えをお願いいたします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  やはり日本の経済の維持、安芸高田市のいわゆる産業を維持していく

ためにはやはり国内の方の人材の活用というのは大事な話ですけど、そ

れはもう到底間に合わん、統計的にできないと。これは十分活用する前

提のもとに外国に頼っていかないけんと。外国に頼ってもやっぱりアメ

リカとかフランスとかいうところはなかなか協力しにくい関係にあると。

ということは、後は今多分化共生で対応してますブラジルとか中国、韓

国、ベトナム、それからそういうような東南アジアの国々だと思います。

そこの国のことをいかに理解するかということが我々これにとっての安

芸高田市がこの産業の今の仕組みを維持するかということにつながると

思ってますので、予算計上は、実は外国旅行するお金を挙げてないかも

わかりませんけど、積極的に補正でも方向がわかればこれは組んでいく

仕事としていきたいと思います。我々行政だけじゃなしに民間の方も含

めた農協、それから民間の方々、我々も含めてしっかり勉強して、この

対極を乗り切っていきたいとかように思っております。そのためにはや

っぱりまずは見てくることじゃないかと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  勉強すべき項目というのは非常にたくさんあるだろうと思います。日

本っていうのはいわゆる島国でほぼ単一民族ですね。そういう中でおり

ますから、いわゆるルールというものに対して非常に関心が薄い。とこ

ろが一歩海外に出ますと、一つの国家の中に多民族がいる。なおかつ、
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国境は一歩超えれば隣の国という状態ですから、その文化、伝統、考え

方が違うところで人、物、金、情報が飛び交っているわけですね。そう

いうところに行きますと、どうしても国際標準というものが必要になっ

てくる。ところが我々は非常にそういったところが不得手なんだろうと

思います。なかなかその重要性に気づかない。あるいは日本のルールが

時として世界とかけ離れたものになっておると、そういうことで気づか

ないわけですね。そういった国境というものを先ほど市長がおっしゃる

ように肌で感じたりすれば、多分化共生にしろ、あるいはＴＰＰにしろ、

日本から見るんじゃなくて違った見方がもっと出てくるんじゃないかと。

そういったところを見ながら判断をしていく、結果を出していく必要が

あるだろうと思います。狭い情報にとかくとらわれがちですが、我々は。

広い情報をしっかり知っていく。そういう観点からもぜひ進めていただ

きたいと思います。先ほど、海外出張の費用の面が出ましたが、韓国と

東京というのはほぼ大体同料金です。広島空港から3カ国に出てますね。

台湾、韓国、中国。中国は確か3都市だと思うんですが、高いところで

北京で3時間ちょいかかりますけどあれが6万円ぐらいだろうと思います。

宿泊費に関しては恐らく東京のほうが高くって、他の都市のほうが安い

ぐらい。時間的にも韓国ですと東京に行く時間で全く行って帰れるとい

うことから考えますと、その今考えられてる予算計上されてるその予算

の中で国内を減らしていって海外に切りかえていくとかいうことを考え

ていかれれば、さほどふやさなくても私はできるんじゃないかと思うん

ですが、その辺の予算に関して私はそういう考えを持ってますが、市長

の御答弁をいただければ。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  お金のことについては、旅費の話ですからそんなに大した額じゃない

と思いますけど、行ってどういうものを見て、どういうことという目的

意識をしっかり行く者ももっていかないけんと。そういう意味でちょっ

と時間がかかる申し上げたんで、それを含めた話だと御理解をしてもら

いたいと思います。私も基本的に考えれば、多くの職員の方々に、多く

の市民の方々に、外国を理解してその対応をとってもらいたいと思いま

す。宗教一つにしても文化にしてもなかなか違いがあって、先ほど議員

さんおもしろいことおっしゃったんですけど、日本の物差しで見て向こ

うがはかれるかどうかということもあります。これが一番大きなことな

んですけど、こういうことがわからんと正しいこれから日本を意識して

もらえる安芸高田市をちゃんといいところだと意識してもらえることに

ならんと思いますので、そういうことを含めたこれからの事業の展開を

図っていきたいと思ってますので、御理解をしてください。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  まずよろしくその辺をお願いしたいと思います。 
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 では次の質問に移ります。最後の質問は、住宅耐震化に対する指導に

関して質問いたします。 

 現在、当市では公共の建物に対する耐震化工事が進められております

が、一般住宅に対する耐震化のためのアドバイスや指導は行われてない

ように思います。住民が安心して生活できるための環境づくりとして、

住宅改修方法の指導や資金補助制度の整備等、支援拡充が必要と考えま

すが、市長の御所見を伺います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  耐震化に対する指導の必要性は、との御質問でございます。一般住宅

に対する改修方法の指導や資金補助制度の整備等支援拡充が必要と考え

るがとの質問でございます。 

 建物の耐震化につきましては、平成7年1月の阪神・淡路大震災により

倒壊した建物の多くが昭和56年5月以前に建築された木造建築物であっ

たことから、平成7年12月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」

が施行されましたが、その後も新潟県中越地震など大規模地震が頻発し

ていることから、平成18年1月に同法律が改正されたところであります。

国は基本方針を作成いたし、都道府県は義務、市町村は努力義務として

耐震改修促進計画を作成することになりました。これを受け、当市にお

きましても耐震化を推進するため、平成19年度に「安芸高田市耐震改修

促進計画」を作成し、平成21年度から「木造住宅耐震診断改修補助事

業」を施行しております。 

 昭和56年5月以前に着工された木造住宅、長屋住宅または併用住宅に

ついて耐震診断及び耐震改修工事にかかる費用の一部補助で、耐震診断

にかかる費用につきましては補助金の上限額は4万円、耐震工事にかか

る費用につきましては補助金の上限額を40万円として、市単独費により

補助を行っているところでございます。これまでに耐震診断、耐震改修

ともに2件の申請があり、民間の木造住宅の耐震化がなされているとこ

ろであります。 

 市民の皆様への周知については、平成20年10月に、市ホームページへ、

また平成21年7月には広報誌へそれぞれ情報を掲載し、市民の皆様への

啓発をしております。あわせて、木造住宅の診断、改修設計及び工事監

理を行う「安芸高田市耐震診断設計資格者名簿」に登録されている設計

士を有する事業者にも啓発を行っているところであります。今後につき

ましても、引き続き、啓発を進めたいと考えておりますので御理解を賜

りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  残念ながら、お知らせをしておるといわれるんですが、なかなかこの

辺が伝わっておらんというのが実態だろうと思います。先ほど数字をい

ろいろ挙げていただきましたけども、2008年度時点の住宅耐震化率、こ
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れは全国平均が79％。広島県は74％。最低の島根県が65％。島根県より

いいとはいえ、決していい数字ではなかろうと思います。特にやっぱり

先ほどおっしゃったように1980年以前の建物ですね、これらはぜひやっ

ぱり積極的に我々のほうから調べるというような形をとっていかないと

なかなか気づかれないんじゃないかと思うんですね。自分の家が何年た

ってるかって。その辺は尐しリーダーシップをとっていただいて調べて

いく必要があるんじゃないかと思うんですが、この辺はいかがでしょう。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員御指摘のように、十分な啓発がなされてないと思ってます。私も

この数字2件と聞いてからびっくりしたんですけど。今後いろんな機会

をとらえて、また啓発の方法も工夫しながら市民の方の徹底。そのため

には我々が安芸高田市内、その耐震に耐えられない住宅が幾つあるかと

いうことも把握せないけんし、こういうことを踏まえてやっぱり啓発、

または事業の推進に図ってまいりたいとかように思っております。御理

解してください。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  市長がしっかり御認識いただいておるんで、ぜひ積極的に進めていた

だきたいと思いますが、先のニュージーランドの地震なんかみても非常

に予想してないところでああいうことが来ると非常に倒壊が多くて、残

念ながら日本人の方も多く犠牲が出ておると。いつ来るかわからんとい

う状況でとにかく我々も地震国に住んでおるわけですから、緊急度があ

る程度かなりやっぱり高いんじゃないかと思います。ぜひ、急いでこの

あたりはしていただければと思うんですが、その緊急度の認識について

ちょっと伺います。以上、再後の質問とさせていただきます。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  認識、事業の時期の話でございますけど、できれば今年度からという

ことにしていきたいと思います。まだ調査をして、金額的に財政的に、

ようけ件数があれば、また補正でも対応してもらうと思いますけど、そ

ういう取り組みをしていきたいと思いますので御理解をしてもらいたい

と思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わり、これをもって児玉史則君の質問を終わります。 

 この際、13時まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １１時５９分 休憩 

午後  １時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○藤 井 議 長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 
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 6番 水戸眞悟君。 

○水 戸 議 員  6番、会派絆の水戸眞悟でございます。市長に当たりましては、連日

の答弁、大変御苦労さまでございますが、いましばらくおつき合いを賜

りたいと思います。 

 三寒四温の暖かならんまんな春の訪れが徐々に肌に感じられる季節と

なってまいりました。あの厳しかった厳寒のことしの冬がともすれば過

去の出来事のように思われがちでございます。のど元過ぎれば熱さを忘

れるということわざがございますが、雪が解けたら除雪は忘れた、こう

いうことでは行政責任が全うされないところでありますし、次年度対策

においても支障が出てくるわけでございます。本市において雪害による

退化はなかったとは言いますものの、あえて危機管理、あるいは地域住

民の福祉の観点から、この際、何点か疑問点及び改善策について伺うも

のでございます。また、ことしの1月17日、31日の寒波の来襲によりま

してはバス通学に支障を来したことによる急遽、小学校の臨時休校を余

儀なくされた状況がありますが、この件につきましては市長並びに教育

委員会教育長にその実態報告と改善方針の要望がなされておりますので、

詳細につきましては触れません。まさに想定外の出来事であったろうと

いうふうに思っておるところでございます。なお、今回の一般質問に当

たりましては、支所長をはじめとしてまた関係職員の皆さんの心よい資

料提出をいただきましたので申し添えておきます。 

 さて、日本列島を襲いましたこの冬の寒波によって、山陰北陸地方を

はじめとして交通通信網や生活インフラなどに甚大な被害をこうむった

ことはだれしもが周知のところでございます。本市におきましても例外

ではございません。北部地域では、平野部でもその積雪量は1メートル

を有に越していることを観測しております。昭和38年の豪雪に次ぐとも

報道されたところでございます。ちょうど48年前になりますが、この昭

和38年もうさぎ年だったそうでございます。この昭和38年の豪雪は中国

山地あるいはこの中山間地における過疎化への一層の拍車をかけたとも

いわれておるところでございます。今回の豪雪に対する総合的なその対

策について、市長の所見をうかがうところでございます。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの水戸議員の御質問にお答えをしたいと思います。今回の豪

雪に対する総合的な今後の対策についてということでございます。 

 議員御指摘のように、この冬の寒波により全国各地におきまして豪雪

被害が発生いたしました。山陰地方においては、年末年始に国道9号で

豪雪により交通の大渋滞が発生し、解消までに延べ3日かかったり、雪

による船の転覆が相次ぎ、甚大な被害を及ぼしたことは記憶に新しいと

ころであります。本市におきましても、広島県の観測所の測定によりま

すと、最大で97センチの積雪量が観測されており、1月、2月の積雪量は

例年の平均に比べ、約3.3倍の積雪量を記録しておると聞いております。 
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 このような積雪状況の中、道路の通行どめや車のスリップ事故等で地

域住民や道路利用者に大きな影響を与えたところであります。市内には、

国道、県道、市道があり除雪作業についても国土交通省、広島県、安芸

高田市とそれぞれの道路管理者で行っておりますが、豪雪により、通行

どめ等が発生した場合、迂回路の確保や道路情報の共有等で相互に連携

していくことが必要であると思います。 

 現在、国土交通省におきましても、先の国道9号の事例を受けて、異

常な降雪時における対応について、国道54号線の沿線の自治体との連携

や調整をはじめております。その内容は、防火担当者や除雪機械の保有

状況の確認、避難場所及び食料等の応援体制、防災無線等連絡手段の活

用、地元自治会への協力依頼等でございます。豪雪となりますと、社会

活動に与える影響を尐しでも軽減するために、幹線道路を優先順位とす

る除雪作業となりますので、末端の生活道路については道路管理者のみ

ならず、例えば、地域振興会等によるボランティア活動との連携等によ

る対策が考えられますが、先ほど申し上げました国、県との連携を含め

て速やかに除雪の対応ができるような対策の検討が必要であると考えて

おります。いずれにいたしましても、今回の積雪の状況また被害の状況

を踏まえて、改善策を検討してまいりたいと思っておりますのでよろし

く御理解をしてもらいたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 水戸眞悟君。 

○水 戸 議 員  ただいま市長のほうからは、国、県との連携を密にしながらというこ

とで答弁をいただきましたけれども、当然、そういった形で今回の被害

状況の再確認をしていただくとともに、来年度、再来年度、どういった

豪雪状況になるかわかりませんけれども、常にそういう非常の事態に対

して準備をしておいていただきたいというふうに思うんです。それで、

1点ほどお伺いをしてみたいのですが、安芸高田市の地域防災計画とい

うのがございまして、この中にも一部触れてございますけども、いわゆ

る自然的条件の中では本市の気候は北部は豪雪地帯、南部は積雪寒冷観

測地帯に属すというような定義がなされておりまして、いわゆる北部と

申しますと、安芸高田市の市域のおおむね47％ぐらいになるかと思うん

ですけども占めておる旧美土里町、高宮町の地域が主であろうかと思い

ます。なおかつそれに関しましても島根県境あたりを含めておりますの

で、この豪雪ということでは非常に年々地域の方々は難儀をされておる

というふうに思うところでございます。その次のページの8ページあた

りには豪雪による道路の寸断というのはやはり昭和38年豪雪を示してお

るわけですが、そういった安芸高田市の主な災害の経歴を書いてござい

ますけれども、やはり昭和38年度豪雪というのは余りにも大きな豪雪で

あったというふうにとらまえられまして、それに次ぐということでござ

いますから本年度の豪雪がいかに甚大なその被害を及ぼすであろうこと

であったかということは容易に推測ができるわけでございます。こうい
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ったことを踏まえまして、実はその計画書の中の一部にこれ大切なこと

だろうと思うんですけども、職員に対する防災教育といった文面がある

んですね。ここですと、職員の災害時における的確な判断力の養成、あ

るいは防災上必要な知識及び技術の向上を図るとともに職場内における

防災体制を確立するため講習会、研修会等を開催するほか、災害時にお

ける活動の手引書などを作成し配布するよう考慮するなど防災教育の徹

底を図るというふうにございます。もちろんこれは雪だけではないと思

うんですけれども、こういった観点の中で市長さんの日常の質問の中で

この職員教育といいますか、防災教育をいわゆる職員の皆さん方、ある

いは支所の職員の皆さん方というのは地域に密着しておるわけでござい

まして、この防災教育の観点からどういった対応を速やかにとることが

できるかということについては大きな意義ある教育だろうと思いますが、

この職員に対する防災教育という観点についてお伺いをしてみたいと思

います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  貴重な御意見でございます。地域防災につきましては、地域防災計画

という膨大な資料があるんですけど、それじゃそれ市長とか職員が周知

しとるんかというとなかなか周知もないと。このたび災害のマニュアル

化というのを一応提案しているわけです。この中にここへもいるかどう

か別にしても考え方として、ああいうパターン化、シンプルな形にしと

ってそれをちゃんと職員も把握しながら災害の対応について機敏に行う

というようなことを行っております。こういうことをさらに推進をして

いきたいと思ってます。私を含めて職員の防災計画というものをこれか

らも今回の豪雪を契機にまた徹底していきたいとかように思っておりま

す。難しいことを並べてもしょうがないので、シンプルな形にして即対

応できるような仕組みづくりに心がけていきたいとかように思います御

理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 水戸眞悟君。 

○水 戸 議 員  まさにその職員に対する防災教育というのは危機管理の観点からあら

ゆる面で地域住民の安心、安全な暮らしをサポートするという意味では

市の職員さんというのは非常に頼りにされておる人材ですから、地域の

こともよくわかってちょっとしたことでもすぐ顔を出してその対応をし

ていくといったようなことが、いわば初動の体制を大切にするというこ

とではなかろうかというふうに私も思っておるところでございます。た

だ、今回詳しくは触れませんけれども、支所の職員さんあたりは市域と

いいますか、自分の管轄のいわば集落名とか路線名とかあるいはおうち

の名前とかがピンと来ずに、どこどこのだれだれで何々集落の者だがと

いうふうなお電話があっても、いわば自分の支所の管轄区域内のことが

詳細に把握できていないために対応が尐しおくれたといったような市民
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の皆さん方のお話もありましたので、いわゆる旧町時代の職員さんが全

部それぞれの支所におりゃええんですが、そうはなっていないわけで、

そういった部分ではいわば配置された職員さん方は地図を片手に土曜日、

日曜日その管轄のすべての地域を十分に把握して、いつでもどこでもす

ぐにその対処できるといったようなことが必要なんかなというふうに、

特にこういう災害の場面では思うわけですが、できるだけそういった観

点の新しく配属された職員さんの教育というか心構えみたいなところを

希望するわけですが、一つ市長さんのコメントをいただけましょうか。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  災害現地において対応するためには、どこでだれがどうなったかと、

最も基本なことなんで、現場を重視しておるということは職員の一番の

対策だと思います。できるだけ人事配置においても地元の人の採用とか、

変わられた人については地元をちゃんと把握するようなことを行うよう

な指導はこれからもしていきたいとかように思っております。この尐な

い職員の人材配置をするわけですから、その地域に自信がなければそこ

へ行かんということもできんかもわかりませんので、そういうことに配

慮しつつ行った職員については地域を十分周知できるような指導体制は

とっていきたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 水戸眞悟君。 

○水 戸 議 員  答弁をいただいたのですが、まさに私もそのように思っておるわけで

ございまして、配属されたその地域をつぶさに掌握しながら日々の質問

を遂行していくということは我々公務員に与えられた最大の責務であろ

うというふうに思っております。ですから、職員の皆さん方にもそうい

う観点でぜひとも住民に密着した、いわゆる行政の触角として地域の皆

さん方に親しんでいただきながら、安全、安心なまちづくりに努めてい

ただくという観点を大事にしていただきたいと、こういうふうに常日ご

ろから思っておるところでございます。 

 それでは、次の質問に入らせていただきます。やはり先ほど来から関

連をするわけでございますけれども、くどくど申し上げて申しわけない

なと思いながらもついつい言ってしまって申しわけありませんけれども、

市長の施策方針の中の冒頭に市長のお考えの根底が示されておるわけで

ございまして、「地域格差のないバランスのとれた施策の実行」「市民

の声を大切にし、市民のだれもどこにいても社会に参加し、安心して暮

らせるまちづくり」を掲げというふうに、市長就任以来、決定をされて

おります。このことが文字になって出てくるということは、浜田市長と

して市内くまなく行脚され、旧6町時代のことももちろんながら市域の

隅々まで知り尽くされておるからであろうというふうに思っておるとこ

ろでございます。つまり今回の豪雪についてなんですけれども、昨年、

近年暖冬が続いておりますのでさほどでもないんかなというふうに思わ
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れたんかどうかはわかりませんが、一部市道の除雪路線の見直しと削減

が行われておるんでございます。その予想をはるかに上回る、先ほどお

話がありましたように例年の累積した積雪量は3.3倍とかいうふうにも

ございましたし、先般の中国新聞でも報道されておりまして1.47倍だっ

たですか、というふうなことも報道をされておりました。つまり、想定

外の雪が降ったわけですね。平均比の142％というふうに出ております

けども、そうしたときに実は昨年の除雪路線の見直しがあった。しかし

予想をはるかに超える豪雪であった。孤立したという地域は見当たって

おりませんけれども、その迂回路線の除雪がなされないために、非常に

地域住民の不安があった地域があるんですね。これは暮らしておられる

お宅の問題だけではないんではないかというふうに私はとらまえるわけ

でして、それが郵便配達であったり新聞配達であったり宅配の業者の方

であったり、あるいは救急、防犯、防災などの観点から全く迂回路がな

しに除雪した道路わきはおおむね1.5メートルぐらいで1本だけ空いとる。

何かあって1台の車がそこへいったら後の車も全然行かれんといったよ

うな状況のところもあったんです。そうするとこれまでの日常生活です

と、もう一方の迂回路があるわけですが、こちらは除雪してないといっ

たようなことがありまして、地域の皆さん方からもできればそこのとこ

ろを何とか空けといていただくと日常生活路線であれば除雪しといてい

ただくと非常に便利もよろしいし、何かあってもすぐみんなで駆けつけ

ていかれるといったようなことの話を伺いました。これについてはもう

市長のほうも御存じと思いますけれども、やはり一番問題になったのは

島根県境付近の地域でございましてね。ちなみにその何点か例をあげま

すと、智教寺犬伏線であったり黒滝線であったり、あるいは一般的な例

だけ申し上げますと、そういうところが主にそういったお話を伺ったと

ころを申し上げておるんですが、高宮町にもずっと通ずるわけでして杉

野原歌ケ谷線であったり、それから山根線といったようなところですね。

ほかにも非常に言葉が適切かどうかわかりませんけれども限界集落とい

ったような形のところは随分と高宮町でも上野地域であったり用地であ

ったりといったようなところ、もちろん歌ケ谷にもそうなんですけれど

も、美土里町で言えば大所であったりそういったところがあるわけです

が特にそういった豪雪でよもやすれば非常にその日常生活が困難になる

といったような路線については一つ前回見直しをなされたんですけども、

できればもう一度見直しをしていただいて日常生活路線についてはもち

ろん地元との協議とか地元の集落の皆さんの了解は得たというような職

員さんの話もありましたけれども、そうでなくって行政の立ち場として

一つここはやっぱりあけにゃいけんでといったようなところがあると思

うので、これを一つ見直していただくというような観点でその改善策を

市長に伺うものであります。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 
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○浜 田 市 長  除雪路線見直しにより、迂回路線の除雪がなされず不安が募った地域

があった。改善策を伺うという御質問でございます。最初の質問とも関

連しておりますが、ことしの冬の積雪は、議員御指摘のように予想をは

るかに上回る積雪量となりました。市道の除雪につきましては、旧6町

単位をエリアとして、基本的には地元業者に委託して行っておるのが現

状であります。近年、委託業者のオペレーター不足や自社保有の除雪機

械の減尐により除雪作業に時間を要し、速やかな除雪対応が困難になり

つつあります。そのため、除雪路線につきましても、迂回路のある路線

については、除雪範囲を狭めたりして、早く次の除雪箇所に移動してい

るのも事実でございます。そのような実態の中、この冬は数年ぶりの豪

雪に見舞われ、地域住民の皆様方には通勤、通学、物流等に影響を与え

ることになりました。こうした現況を改善していくために、市では今年

度除雪機械を1台購入することとしております。あわせて迅速な除雪作

業を行うために除雪エリア、路線の除雪優先順位等を検討してまいりた

いと考えております。いずれにいたしましても、このたびの豪雪を契機

として危険集落とか限界集落と言われてますけど、こういうところの対

応をどうしたらいいかと、除雪とその地域の住民の方に移動してもらう

ことを含めた抜本的な検討が必要と考えておりますので、こういう中で

地域の除雪を含めた対策を検討していきたいと思ってますので御理解を

してもらいたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 水戸眞悟君。 

○水 戸 議 員  ぜひとも日常生活路線の全部とは言いませんけれども、これからこの

豪雪の被害状況というか、その時の状況を精査されて来年度以降へぜひ

とも改善方策を講じていただきたいというふうに思っております。私が

こういうのもなんですけれども、私も豪雪地帯に住んでおりますから非

常にその雪が降ったときの除雪というのはありがたい話なんですけれど

も不安が募るといったことがありますので、できるだけ高齢者の方であ

ったりひとり暮らしの方であったりといったようなところについてでも、

できるだけ市の行政の光が当たるように安心して暮らしていただけるよ

うに、当然やっていただきたいと思うところでございます。関係支所あ

るいは関係職員の皆さん方は非常にそのことも苦慮はされておると思う

のですが、職員さんの声かけあたりも含めてよろしくお願いがしたいと

思っております。関連しますので次の質問に入ります。 

 実は特に先ほど来もお話では申し上げておるんですけれども、今回の

ような豪雪下における高齢者宅、あるいはおひとり暮らしのお宅などへ

の安否確認といったようなことが一番私としては心配をしたんでござい

ます。先ほど市長の話もありましたように、除雪というのは朝とりつい

て、すぐ昼までに全部済むというわけなかなかいかんのですね。そうし

ますと、今回先ほども申し上げましたが、1月17日の朝とかいったよう

なときにはもう出て歩けんと。車で出ようにも全く車が動かんといった
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ような状況もあったわけですが、そういったようなときにはできるだけ

市の職員さんあたりも先ほども管内の把握ということを言いましたが、

電話ができる者は電話をしてどがなことですかいのといったようなこと

をやっていただきたいと思うのですが、一つ今回の状況の中ではそのよ

うな状況をどのような形で安否確認をなされたかどうか、こういったよ

うなことについて市長のほうで把握されておればお伺いをするところで

ございます。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  高齢者などの安否確認についての御質問でございます。今回の豪雪下

における高齢者の方々などへの安否確認について御質問でございます。 

 この冬の寒波による積雪では、多くの市民の方が不安な日々を過ごさ

れる中で、特にひとり暮らしの高齢の方、高齢者のみの世帯の方にとっ

て安否確認は安心を届ける大きな役割を持っております。市といたしま

しては、今回の豪雪に対しまして特別な安否確認を行っておりません。

通常の安否確認施策の中で対応を行ったところであります。 

 現在行っております安否確認の具体策といたしましては、配食サービ

スにおいて低栄養の防止を兹ね、安否確認を行っております。また、市

民総ヘルパー構想において昨年3月からは「生活サポート事業」として、

必要な高齢者に定期的巡回や生活支援を行うサービスをはじめておると

ころであります。また、民生児童委員や地域振興会、老人クラブにおい

ても日常的または必要に応じた安否確認をしていただいております。 

 今後は、市内全域に整備することを計画しておるところであります。

光通信を利用した情報通信基盤整備において、御指摘のような福祉目的

の付加価値をつけることができないか、現在研究をさせているところで

あります。引き続き、皆様の御協力をいただきながら、高齢者の安全安

心に役立ち、自立した在宅生活が継続できるような具体策を考えていき

たいと思っておるところでございます。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 水戸眞悟君。 

○水 戸 議 員  これまでの状況の中で、定期的あるいは日常的な安否確認が行われて

おるということでございましたけれども、私としましては今回の豪雪、

豪雪を判断した時点でやはり支所長をはじめ職員さん方は大体地域の管

内のひとり暮らし、あるいは高齢者のお宅の、特に島根県境あたりのこ

となんですけども、あるいは積雪の多い地域っていうのはわかるわけで

すから、民生委員さんに行ってみてくださいよということもあるのかも

わかりませんが、まずは一本の電話も入れて大丈夫じゃありましょうか

いのといったような、そういったような声かけというか、支所の職員さ

んとして、例えば支所のだれだれですが、この雪じゃどがのことでござ

いましょうかといったようなことをぜひとも積極的に、行政としてとい

うのも温かい心を地域の皆さん方に届けるといったようなこともあると
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思うんですね。ですから、できるだけそういったことを積極的に率先し

てやっていただけるようなことを、これ本来なら別に市長さんが指示す

るとかせんとかの議論じゃないと思うんですね。できるだけそういった

職員の地域住民に対するサービスムードの盛り上げみたいなところをぜ

ひともやってほしいなというふうに今回つくづく思いましたが、再度お

伺いします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  非常に大切なことだと思います。今まで行政が、事が起こってから、

大雤降って崖が崩れてからの対応というんですけど、これからの安心安

全はある程度予測も含めた安心。例えば、こういう状況になったらもう

支所の職員、関係者はちゃんと電話するんだという仕組みづくりが大事

だと思ってます。そういう意味でこういうことは、このたびの災害じゃ

なしにこれから考えていかないいけんことだと私も認識してるんですけ

ど、こういうシステムづくりをつくってみたいと。これには今度は空振

りも伴うことになってきます。こんなことがないとやっぱり地域の安全

安心はできないんで、住民の方の理解も十分に得ながらこういうシステ

ムの構築をこれから図っていきたいと思っております。除雪ということ

がでましたけど、1軒とか2軒で除雪をするのがいいのか、その人に安全

に支所の周りに移動してもらうのがいいのかというのも対策の一つだと

思っております。このことを踏まえて安芸高田市独自のこういう防災対

策はこれから必要だと思っておりますので、取り組んでみたいと思いま

す。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 水戸眞悟君。 

○水 戸 議 員  システムづくりということでございます。積極的に取り組むというこ

とでございます。確かにそのことについてはよく理解いたします。一言

つけ加えますと、やっぱり職員さんのそういった危機管理。そういった

能力をしっかり高めていただく。別にシステムがなくっても支所あるい

は本庁からの連絡がなくっても職員さんが気になったらすぐに電話の一

本でも入れる、こういった行政のムードづくりを一つお願いしたいとい

うことを強く申し上げて、次の質問に入ります。 

 実は、次の中北川根線の通行改善策、やはりこれもそうなんですけれ

ども、平成21年の6月の定例会でも申し上げました。中身について詳し

くは申し上げませんが、今回の除雪で大変な苦労をされたと。業者の皆

さんもそうですし、倒木があれば切っていかないけん。後からロータリ

ーの分も入れざるを得なかったというような状況があって、特に川根地

域の皆さん方からもいろんなお話をいただいたところなんですが、先ほ

ど来ずっとお話が出ておりますので、この中北川根線の詳しい状況につ

いては言いませんけれども、一つ今後の改善策等々改良も含めて今鋭意

に行っていただいておるということの事実は重々認識しておりますけれ
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ども、今後、給食の配送者の運行等とも含めると非常に困難な状況が今

回のような場合ですと起きてくるということを認識していただいた上で

答弁をお願いします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  県道中北川根線の通行改善策についての御質問でございます。一般県

道中北川根線は、議員御指摘のとおり中北側の国道433号と川根地域を

結び、通勤や日常生活での利用はもちろんのこと、安芸高田消防署美土

里分駐所からの緊急車両の通行路線として重要な路線であります。 

 延長8.25キロメートルのうち、川根側の3.9キロメートルは改良がな

され、現在、中北側の0.7キロメートル区間についての移譲路線として、

市が改良事業を進めているところでございます。改良区間以外の延長

3.65キロメートルの人家のない峠の区間につきましては、広島県より待

避所の設置や見通しをよくするための視距改良工事を既に行っていただ

いております。山の中を通り抜ける道路でありますので、倒木や豪雪に

よる道路利用者への影響が懸念されるところであります。そこで、峠越

えの区間については倒木処理や除雪により安全な道路維持に努めてまい

りたいと思っています。 

 また、現在、事業を進めております中北側の用地買収や家屋移転が済

んでいる区間につきましては、早期完了のため2車線改良から1.5車線改

良による施行計画の変更がなされたところであります。今後におきまし

ても、早期改良に向け、広島県に強く要望活動をしてまいりたいと思っ

ておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 水戸眞悟君。 

○水 戸 議 員  答弁をいただきました。この件につきましては、先ほども申し上げま

したように、再度に渡って私も質問を繰り返しておりますので、ただい

ま答弁いただいたことをぜひとも積極的に働きかけていただきたいなと

いうふうに地域住民ともども思っておりますので、ぜひともそういう方

向性で今度とも積極的な推進に努めていただきたいというふうに思って

おります。 

 次の質問に入ります。これも平成22年の3月定例会で申し上げており

ますし、同僚議員からも常にこのことについては一般質問なりあるいは

質疑なりでお話が出ておりますけれども、このたび給食センターが本格

的な運用が開始するわけでして、旧来の給食調理場の使用にまだまだ耐

える箇所が幾らか残っております。よくスクラップアンドビルドという

ふうにも言われますけれども、ビルドのほうはどちらかというと積極的

にやっていくけれども、スクラップのほうの考え方をどうもなかなか提

示できないというのが、私も経験上あるんですけれども、後始末がなか

なかはっきりした方向性が見えてこないといったようなことがありはし

ないかというふうに思っておるところでございます。何度か私を除いて
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も、議員の皆さん方からこういった話はあるわけでございますけれども、

どうも我々日本人というのは農耕民族の血を引いとるということもある

んでしょうか、その文化としてもったいないなという気持ちがいつもし

ておりまして、もったいないものは何とか有効利用できんだろうかとい

ったようなことをいつも考えるわけでございます。そうしたところで八

千代町にもございますし、美土里町、高宮町については一定程度、方向

性が示されるのかなというようやにも承っておりますが、その他の調理

場の施設あるいは什器類、こういったものについてもまだまだ使用に耐

えるものがあるであろうというふうに思っておるところでございます。

そうしますと、やはり地域振興会との連携であったり、あるいは営農法

人との連携であったり、あるいは地域営農集団、または特産品等の研究

加工グループ、あるいは女性会、こういった方々、また先般も同僚議員

からございましたようにジビエ、つまり野生鳥獣肉等の産品開発、こう

いったようなことも含めて猟友会、有害鳥獣捕獲班といった話もござい

ましたけれども、あらゆる団体グループ、あるいは積極的な取り組みを

していただけるであろうところへ情報提供をして、ぜひともまだまだ使

える施設が空っぽになって人がおらんようになって、いわば疲弊した寂

れた雰囲気を醸し出すよりも、どなたかがやはりその中で一生懸命働い

て何人かがいつも寄って、そこにある一つの小さなにぎわいの拠点がつ

くられていくような、こういったような発想の中で物事に対処していた

だければというふうにつくづく思っておるところでございます。1足す2

足す3は六次産業といったようなこともございますし、いろいろ考えて

いただいてぜひとも有効利用を図っていただきたいということで、その

現状について伺うものでございます。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの給食調理場の有効的な活用についての御質問でございます。

安芸高田市給食センターの本格的な稼働に伴いまして、現在設置してい

る給食調理場のうち、学校敷地外に単独で設置しております共同調理場

の中には比較的新しい施設もございます。活用可能な施設につきまして

は、それぞれ、所在をしていただいております地域の皆様方からの御意

見や要望をいただきながら、できるだけ早い時期に活性化に向けた有効

対策を積極的に検討してまいりたいと考えております。まず、地域の皆

様方の活用についての御意見を十分聞いていきたいと思いますので、御

理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 水戸議員に申し上げます、発言の残り時間が2分を切っておりますの

で、質問をまとめていただきますようお願いします。 

 水戸眞悟君。 

○水 戸 議 員  そういうことでございますが、今市長のほうからの答弁の中では、活

用可能であるものにできるだけ積極的にという言葉がございましたので、
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まさに私もそのとおりだと思っております。地域から物が一つ一つなく

なっていくという疲弊感もあるいは危機感も合わせて、この地域を何と

かにぎわいのある、にぎわいの拠点とするようなものにこれを有効利用

していく手はないだろうかというふうに常々思っておりますので、その

ことを申し添えて私の一般質問を終わります。 

○藤 井 議 長  以上で水戸眞悟君の質問を終わります。 

 この際、14時まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  １時４５分 休憩 

午後  ２時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○藤 井 議 長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 16番 入本和男君。 

○入 本 議 員  16番、あきの会、入本和男。先の通告に基づいて、一般質問をさせて

いただきます。 

 本来、今月の定例会は市長の施政方針並びに当初予算等の審査がござ

います。内部につきましては、予算委員会等で審査をさせていただきま

す。よって今回の質問といいますか、これにつきましては平成23年度並

びに平成24年度に検討していただければという思いで今回一般質問をさ

せていただいております。 

 安芸高田市におかれましても、年が明けた平成23年になりましては念

願であります中国クボタ企業誘致のできたことは、執行部並びに議会と

してもおめでたいことだというふうに思っております。また高齢者福祉

サービスにおきましても、先日美土里で小規模多機能居宅介護センター

が開設し、また甲田町におきましても計画されていて福祉サービスにつ

いても民間の活力の導入によってサービスが行われていることもよい方

向に向かっていると思っております。また新年度予算におきましても、

ジェネリックの利用促進等に医療費の680万円とか、それからごまの栽

培とか、強いて言えばフォトコンテストについても73万円とか、また議

員の中で話が出ておりました耕作地の解消目的にモデル地域としてのれ

んげに50万円とか、そういう議員活動の中からの要望も政策にあらわれ

ているように私は思っております。よって今回は身近な問題として地域

に根差した、また地域の活力といいますか、そういうものが見えればい

いなと思っております。一般質問の中でうたっておりませんので前段の

ほうでちょっと申しますが、新公共交通システムのお太助バスの55、そ

れから33、これは市長さん、ちょっと私もふと思ったんですが、55とい

うのは意味があると思ったのは市長さんも若干ひらめかれるかもわかり

ませんが、ＪＡの55億、強いて33は人口の3万3,000人という形のごろ合

わせとすれば非常にわかりやすいかなと。それが年中市内を走っておる

わけですから、そのあたりも読みの深い番号をつけられておるなという



187 

ように私自身が思うのと同時にこれも一つの目標かなと思いました。そ

れから向原中学生の議会の中で、ロゴマークとかキャラクターとかいう

のがありましてですね、ぜひそういうものも同時につけて走っていただ

ければ、中学生が言ったことも市長さんが取り入れてもらって元気に安

芸高田市内を走り回ってるということも見ようかと思いますし、またキ

ャラクターによってはイベント等で会場に、祭り等で参加すればまた一

段とにぎわいも出ようかと思いますので、そのあたりを私自身が思った

ことを質問の前に述べさせていただいて質問に入らせていただきます。 

 最初に、芸北広域環境施設組合でございますが、副管理者であります

安芸高田市長は非常にこの問題には前向きで、組合議員も活発な意見を

言っておるわけでございますが、安芸高田市としてはちょっと一つ負け

ておるようなことがありまして、廃食用油の回収ですよね。これが北広

島は民間ではありますが、取り組んでおりますが、安芸高田市では取り

組んでない。そのほか、ペットとか缶とかで非常に取り組んでおること

は北広島よりかは多いわけでございますが、やはり安芸高田市としても

ごみの処理基本計画にそってごみの削減は負担額の減になることもあり

ますし、やはり市民の協力によってこの歳出の削減にもつながると思い

ますので、そのあたりを具体的な廃食用油を伺っておりますが、その点

についての御答弁をお願いしたいと思います。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員御指摘のとおり、廃食用油の回収について北広島町では取り組ん

でいるが、本市での今後の計画はということでございます。安芸高田市、

今取り組んでおりません。議員、北広島町はですね、大朝の菜種の問題

があってＮＰＯあたりが組織づくりはできておるんだということは御理

解をしてもらいたいと思います。 

 芸北広域環境施設組合を設置した関係市町における共通施策は必要で

ございまして、廃食油の回収もその一つであります。今度の計画でござ

いますが、廃食油を回収する必要性を認識しております。先進の施設視

察を行っておりますので、この視察内容をもとに具体的な方法を定め、

前向きに検討していきたいと思いますので、御理解をしてください。 

 それからちょっとここ申し添えておきたいんですけど、実はごみの資

源化率は全体の、いわゆる北広島町に比べて我が安芸高田市は倍、資源

化してます。ごみを回収してます。このことは大きく評価してもらいた

いと思います。これ北広島町と書かれたんで、ちょっと負けたような気

がしてきたんですけどこういうこともございますので、議員の皆様に意

識しとってもらいたいと思います。このことは市民の方が分別とかそう

いう協力のたまものでございますので、申し添えておきます。どうもあ

りがとうございます。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 
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○入 本 議 員  私も安芸高田市の具体的な数字を申し述べればよかったんですが、当

初申しましたように、安芸高田市は非常に前向きに資源化しているとい

うことは私も知った上で、ただ一つ負けとったんで、これやると議会で

言うよりもちょっと言いにくいので、私も取り組むことを平成24年度に、

期限を言っていただかなかったんですが、私は平成23年度中に計画をさ

れて実施できる時期ができたらやっていただきたいというのが今回の大

きな目標でございます。その中に共通政策が必要と思うがというところ

に私も入るわけでございますが、一つは目玉としてこれも子どもの教育

になろうかと思いますが、電気自動車の購入ですね。そういうのを現在

パトロールしておられますよね。そういう人に電気自動車で走ってもら

って、環境という問題も一つの方法ではなかろうかと思います。それか

らもう一つは資源回収法がありまして、議会もせんだって採決したんで

すが、製造業者がやっぱり責任をとるようなリサイクルできるような物

の、やっぱり市としても広島県としても全国的にこれはやっていかなき

ゃいけないなというふうに思っております。また現在、適正化学校跡地

利用も問題がありますが、これはすぐということではありませんが、当

然、統廃合で残った学校の跡地も問題があります。その中にも総合的な

中に含めて環境とまた福祉といろんな方面があろうかと思います。先ほ

ど、給食センターのことも出ましたけど、そこらを含めたものの今から

やっぱり取り組みが必要ではなかろうかというふうに思っております。

ゼロベストを目指していく上においてはいろいろな取り組みがあります

が、一つずつできることから安芸高田市として取り組んで、負担金の軽

減になればと思うので、ちょっと具体的なことを申し上げたんですが、

そのあたりについての、またそれ以外のことで我々の議会活動の中での

提案等がありましたら、またともに歩みたいと思いますので御答弁をお

願いしたいと思います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  このごみの資源化については安芸高田市にとっても大きな課題ですし、

環境組合にとっても課題、県にとっても課題、日本にとっても課題、全

世界にとっても大きな課題なので我々もしっかり協力していかないとい

けんと思っております。議員御指摘のように、できるものからやってい

かないけんということも一つ認識でございます。 

 先ほど、電気自動車の話がでましたけど、これ費用対効果とかあるの

でちょっと検討事項を踏まえて、いいというなら市にとっていい。私も

副管理者でございますので提案をしていきたいと思っております。また、

このほかにもいい方法があったらちゃんとまた提案をしていきたいと思

いますので、御理解をしてもらいたいと思います。 

 当面、さっきの油の問題でございますけど、いつからということです

けれど、当然平成23年度からということでございます。御理解を賜りた

いと思います。 
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○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  この質問は芸北のきれいセンターのことについて伺ったので、副管理

者としてここで具体的に質問をしても答弁しにくい部分もあろうかと思

いますが、そのあたりは議員活動の中でしっかり把握して、来る3月28

日の議会において予算審査の上でやっていきたいというふうに思ってお

ります。と申しますのも、合併して長くなるにもかかわらず、やっぱり

雇用の面一つ見ても公平感がないとかいろんな問題を安芸高田市は抱え

ておると思いますので、我々としては議員の発言に、行動によってその

あたりも改革していくところではなかろうかと思いますので、またよき

アドバイス等がありましたら、今後意見を聞かせていただいて活動をし

ていきたいと思っております。 

 次に、安芸高田市の市有地活用でございますが、これは同僚議員も発

言の中でありましたので細かくは申しませんが、現在、新年度予算の中

にも予算化されてますように、定住というのは福祉と同等以上にやって

いかなきゃいけないというのがあろうかと思います。それで定住という

ものは商売人から考えてみると、借金をしてそれから何年後に黒字にな

るという定住政策ではなかろうかと思うんですよ。政策というものは、

そういうものではなかろうかと思うんですよ。だから極端に言えば、今

までの土地の分配を公有地、道路等は市の管理で宅地のみを本人のもの

に売っていくというふうにすれば、税金面等でも安くなりますし、また

転入者等には固定資産税の免除とかそういう具体的なものをアピールし

ないとやっぱり得策というものが見えてこないと転入者は尐ないと思う

んですよ。安芸高田市に行かなきゃ損じゃというふうに、定住してもら

うことによって税の勘定といいますか、商工業の発展といいますか、そ

ういう税の勘定という面から見てもそこでマイナスになっても税収がプ

ラスになってくるという面も当然ありうるわけですね。だから商売人の

民間の発想と申しますか、借金をして投資をして5年後、10年後に元を

とるんだというのがこれが民間のやり方です。行政もこの若者定住に対

してはそういうことが私は大変必要ではなかろうかと思います。その点

について市長さんのお考えを伺います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  安芸高田市の市有地の活用について、特に若者定住についての活用が

できんかということでございます。 

 公有財産であう遊休未利用地で売却可能な土地等につきましては、購

入希望者があれば、内部で協議しながら売却の方針で今対処をしている

ところでございます。現在、市が所有している土地につきましては、立

地条件等さまざまでございます。今後、団地活用できる市有地を洗い出

し、先日の一般質問でも答弁いたしましたとおり、若者が定住できる団

地の整備も視野に入れて考えていきたいと思っております。 
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 御質問の購入対象者を転入者や子育て世代等に限定をして、地元業者

へ格安で団地の販売を行い建築してもらうという方法と、「民間主導」

による定住施策についても、今後どのような手法で施策展開ができるの

か、また、行政と民間との役割分担をどのようにすればよいのか等、民

間と連携した若者定住対策について検討をしていきたいと考えておりま

す。このように、市有地を有効活用することにより、婚活、子育て世帯、

とりわけ市外からの若者世帯が安心して住める定住対策、地元企業雇用

対策等の活力向上、さらには本市の活性化を図ってまいりたいと考えて

おります。今回の住宅は、今非常に市の有効活用とか、例えば芸備線の

活用とか、54号線が来年また開通いたします。そういうことを踏まえて、

安芸高田市に対する需用は非常に高くなってくると思います。これを若

者定住対策、人口増対策に活用せん手はないと思いますので、市として

も議員御指摘の全く同じことを、今現在策として考えております。具体

的にはことしは向原町の向ヶ丘住宅から着手しますけど、あそこの住宅

を道路とか、公共予算をとってできることについては国の金とかを投入

できるものについては投入して、できるだけ安くして民間の方に建築売

却を含めておりますよということになると思います。条件として、若者

定住対策をやってるわけでございますけれど、例えば、義務教育の済む

間は住まないけんとか、こういう条件をつけ足してもらうかもわかりま

せんけれども、こういう施策の展開についてはせっかくチャンスでござ

いますので積極的に展開してまいりたいとかように思っております。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  先ほど答弁をいただいたわけですが、やはり具体化するということが

非常に大事だと思います。先日、県労の方もお見えになって住宅のリフ

ォーム等でも取り組んでいただきたいというような中に、地場産業の育

成の面から見てもやはりそういう市の財産を民間に渡してやっていくと

いうことは滞納とか事務的な面から見ても、現在、民ができることは民

にと、市長さんも市のほうもそういう傾向になってます。財産を放すこ

とによって効果が生まれるということもありますので、ぜひここに大き

く見出しに出ております向原町の市営の向ヶ丘住宅跡地につきましては

造成からすべて市が面倒を見て、広島市内では宅地と建物とで堂々の金

額がかかろうと思いますが、安芸高田市だけでは土地の代金があったら

住宅が建ちますよというぐらいの発想で思い切った政策をしていただく

ことによって、やはり人口増にして子どもさんが地域にふえれば、また

学校に行っても子どもさんがふえるということになれば地域の活性化に

も寄与するわけでございますので、ぜひとも平成23年度におきましては

思い切った施策を市長さんのほうに取り入れてもらいたいというのが大

きなねらいでございますので、先ほどの答弁でもそのように私は理解し

ておりますので、ぜひとも具体化して民間の企業が、地元企業がぜひう

ちにそこを建て売し土地を購入して建物を建てて、その市の条件に合う
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物件にしてやっていこうという意気込みを早目に予算が通過しましたら

計画を立てていただければ、住宅の予算とかいろんな問題が省けますの

で、ぜひ活力のある傾向に見えるように努力していただきたいというふ

うに思っております。 

 次の支所の充実もこれも問題定義をされておるわけでございますが、

今回先に申しましたように、施政方針並びに予算書の中から見させても

らうと、やはり地域に根差した事業がございます。向原町生涯学習セン

ター、土師ダム周辺の事業、未来創造事業、まちづくり支援配置事業、

市民総ヘルパー構想事業、ふるさと応援の会の設立、子育て・婚活支援

の地域産業ブランド化事業、新規事業を市長さんも掲げておられます。

そこで私が申し上げているのは、市長さんも振興会、また共助、共同と

いう中でせっかく優秀な支所長さんを送っていただいても、市長の政策

を全うしようとすれば1年間では私はやはり難しいと思います。市長の

任期のマニフェストを全うする上においては、やはり市長さんと同じよ

うに任期中は市長のもとで支所と連携をしながら、市長の政策を全うす

るのが本意ではなかろうかと思って、ここに書いておるのは3年ぐらい

というのが私が書いておるわけでございます。このたびの退職一覧表を

見させてもろうても9名の方が定年退職で、13名の方が辞職されるわけ

でございます。大変在職中には安芸高田市発展福祉サービスに努められ

て感謝を申し上げるわけでございますが、今回の去られる方は逆に言え

ば市民のひとりとして優秀な地域のリーダーとしてまた活躍でき、して

もらえるという、また人材豊富な地域ができるというふうな前向きにと

ることもできようかと思います。そういう面から含めて、人事に我々は

口出しをすることはできませんが、市長の施政方針を聞く中で、やはり

支所長というものは末端におる現場におる支所長というもののウエート

の大きさは感じておられると思うんです。そういう意味で特に支所長の

人事について、ここでお考えを伺うわけでございます。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの支所長の人事は3年ぐらいがよいと思うという御意見でご

ざいます。支所につきましては、町単位での地域振興の拠点として機能

の充実が求められております。支所長を中心にそれぞれの地域課題に対

応をしております。本市におきましては、いわゆる団塊の世代の大量退

職が続き、行政経験を蓄積した職員が急速に減尐する中において、今ま

での豊富な経験とノウハウを伝承していくことが重要な課題となってお

ります。いずれにいたしましても、この場で支所長を3年にするという

ことは断言はできませんが、議員御指摘のように、できるだけそういう

弊害のなように。例えば、係長とかそういう配慮においてこういう問題

の批評が起こらないような事を考えながら、人事配置をしてまいりたい

と思っておりますので、どうか御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 
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 入本和男君。 

○入 本 議 員  単なる私は3年というのは、やっぱり根拠といいますか、市長さんが

施策をやろうとする場合にやっぱり地域に根差さないということは何か

と申しますと、ボランティアにしてもやっぱり何百人という方がおられ

ます。またふれあいサロンですが、この間の研修会をのぞかせてもらう

と、吉田が一番尐なかったんですが、八千代が15と、美土里が15と、向

原が24、甲田が23、高宮が19というふれあいサロンというものがありま

す。これがまさに地域で活動できる会合、ふれあい支援の源にもなって

おられるような気がいたしております。こういうこととも連携をとりな

がら、向上していこうとすればやはり幾ら優秀な方でもある程度時間が

ないとそれができない。また振興会でも一生懸命やっておられる地域と

交流を深めて、現在活動交付金とか特殊な地域づくりの助成金とかいう

ものの活用についても余り自治の振興補助金等の問題についてもやはり

非常に支所長を中心にして振興会をまとめて、またこういうボランティ

アの会、また今進めておられます自主防災等の行動が非常に人事削減の

中で我々が自立しなきゃいけないという部分と分けて市長さんが言われ

る何ぼでも財源があるわけでもないし、人材もないということになると、

もやいの精神ということを常日ごろ言っておられる中でそういうリーダ

ーンシップをとってもらうためには私はある程度の期間が要るんではな

かろうかということを申し上げるわけでございます。その中には地域に

は社協というものの中に市のほうも委託業務がたくさんしておられます。

そうすると、社協とも支所長が連携をとって今のような福祉サービスを

していかなきゃいけないということになると、非常に過大な業務が背負

ってくると思うんです。そうするとある程度の期間が要るという形で、

やはり充実するということは市長さんが言われております中身の問題と

言われましたけど、中身を言えば今のような大きな問題もあろうかと思

うんですが、そういう問題を含めておる中で多文化共生にしても社長さ

んとのコミュニケーションも要るでしょうし、そういう地産地消の問題

にしても地域でやるにしても特色ある地域づくりについても一緒になっ

て補助金のいいものがあったらやっていくとか、また鳥獣の問題にして

もあろうかと思うんですよ。そういうのを含めて長期的な軸というもの

があったほうが非常に私は今後の現在、将来、人員が減っていく中で必

要性な人事配置ではないかと思いますので、あえてここは再度お伺いす

るものでございます。ただ、誤解があってはいけないんですが、1年間

でやめる支所長がだめだったと言いよるわけじゃありませんので、非常

によくやってもらってるということは当初申しましたように、今回ひな

壇に座ってる方が3名、また現職の方が3名という7名の方がされて、次

の議会ではこの顔ぶれでなしに我々もやっていかないけんという中で、

そういう面では市長さんはでんと座っておられるという中で、支所もそ

ういうところが必要だろうと私は思っておりますので、あえてくどくこ

こで質問をさせていただきます。 
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○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  貴重な御提言でございます。決してこの3年がどうこうと言うんじゃ

ありませんけど、言われてる趣旨はわかるんでその趣旨に添ったような

ことは、先ほど申し上げたようにやっていかなきゃいけんと思います。

ただ、いろいろ個人差もあって3年たってもいいんか悪いんか、市民に

はいいか、それはわからん。それはケース・バイ・ケースで違うんで、

そこは御理解をしてもらいたい。それから人事っていうのは安芸高田市

の中で全体で行ってるので硬直化しても困るんで、場合によっては後2

年しかないからというのもあるし、まだ年が若いからということもある

し、その辺のこともございますので、臨機応変にそういう御提言あった

ということは頭に入れておきますけど、そういう弊害のないように施策

がうまくいくような策は考えていきたいと思いますので御理解をしてく

ださい。ここで3年って言うたらどうしても3年になったら困るのでそう

いうことではございません。3年というのは望ましいことは私も理解し

ておきます。 

 それから支所の問題も、例えば将来的には民間活用ということもあり

うるわけです。これは大きな行革の中で。そういうことも視野に入れな

がら、今のこれからの市政がうまくいくような仕組みをこれからも考え

ていかないけんと。これが正しいというんじゃなしに、私が言ってるこ

とが絶対じゃなしに、これから大きく流動して考えながら市民の付託に

応えていくことも大切ということも考えていきたいと思いますので御理

解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  我々は人事に口出せないことは重々わかっておるつもりでですね。し

かしながら、住民が市長さんの考えを聞いた上で施策への協力とかもの

が発生すると思います。前にも市長さんは、職員さんを地元を中心にし

た人事配置もしておられます。それも理解しております。よって、個々

にも3年ぐらいというふうに書いてましたので、私も3年という固定観念

はありませんので、その点を御理解をいただきたいと思います。こうし

た中で、我々の意思の疎通ができた上でともに両輪となって政策を認定

した以上はこれに完成に向けて努力しますし、それでチェック機能、ま

た修正機能がありましたら、またこの審査の中でさせていただくという

形でございますので、やはり我々の地方の、地方といいますか、地方分

権と言いながらやはり地域の振興会がどうしても将来軸になることは間

違いないというふうに市長さんも思われてる中で、そういう今度は振興

会ができたら地域のリーダーで地域のあちこちが元気を出してもらって、

またお互いが切磋琢磨して地域の活性になるように、なればよいかなと

思いまして今日の提案をさせてもらったということで、その点を御理解

いただいて御配慮いただければこの上ないことでございます。以上で、
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一般質問を終わります。 

○藤 井 議 長  以上で入本和男君の質問を終わります。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 19番 塚本近君。 

○塚 本 議 員  19番、新政会の塚本近でございます。本定例会、最後の質問となりま

した。今回の定例会の一般質問、多くの議員の皆さんが将来に向かって

の安芸高田市のありよう、聞いては今回の内容を見ましても財政健全化

であったりまた総合計画、基本計画、尐子高齢化の対策、子育て支援、

支所機能、住民自身のまちづくり、また直接市民生活に関する質問など

集中的に議論をされてまいりました。行政をとり巻く厳しい社会経済情

勢の中で、市長は政治は決断であり何より責任をもって市政に取り組む

といっての答弁でありました。再度、重ねて通告をいたしておりますこ

とにつきまして、重なることはあろうかと思いますけれども、通告いた

しておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、最初に高齢者の皆さんが安心して暮らせる政策についてお伺い

いたします。若干のこの安芸高田市の情勢を踏まえながら、質問をさせ

ていただきます。 

 本市の高齢化の状況は吉田町は26.9％、次に八千代町の31.2％、次い

で甲田町が33.9％、向原が38.9％、美土里町は40％、最も高い高齢化率

をもっております高宮が43.1％。平均で33.51％であります。特に高齢

化比率が高いところは地域で言いますと、高宮町の川根地区の45.7％に

なっております。一方集落の数で見ますと、市内には527の集落で高齢

化率が50％以上の集落が61集落ございます。数年後には集落の維持すら

難しくなるまさに限界集落といわれる状況になるとも考えられておりま

す。このような中、高齢者の皆さんが安心して暮らせる環境づくりにそ

れぞれの地域でこれまでは民生委員さんであったり、また社協、地域振

興会、それぞれの地域の見守り等で支えていただいております。特に最

近、報道等でもひとり暮らしの方の孤独死であったり、老老介護を苦に

した心中とか非常に悲しい話を聞くことはよくあります。高齢化が進む

中、高齢者の方が自分の身の回りのことは尐しはできる、しかしひとり

暮らし、あるいは老老介護のように生活には尐し不安がある、そういう

方がたくさんおられるように伺っておりますし、また見ております。そ

うした高齢者の皆さんが安心して暮らせるような高齢者の集合住宅がで

きればいいがなと私自身は思っておりますが、まず最初にその点につい

て市長にお伺いをいたします。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  元気な高齢者が安心して生活できる環境整備について、身の回りのこ

とはある程度できるが、独立した生活に不安を持つ高齢者に対しての対

策ということでございます。 

 私このことは新交通システム、まさしくこれだと思ってるんですね。
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ひとり暮らしの人が家におらんこうに自分ひとりが病院と買い物に行け

るというので、これは広島県でうちが一番進んでるんじゃないかという

ことで御理解をしてもらいたいと思います。 

 高齢化率が33％を越え、その半数がひとり暮らしの高齢者、また高齢

者夫婦世帯となっている現状において、高齢者が安心して生活できる環

境整備や議員御指摘のとおり、最優先の政策課題であると思います。こ

のことを重視いたしまして、昨年から全員協議会において新交通システ

ムの皆さんの協力をおいて実施しているところでございます。非常に高

齢者の方々満足度も高いのではないかと思ってます。 

 多くの高齢者の皆様方は「介護が必要になっても住みなれた地域や自

宅で生活することができ、しかも本人の人格が尊重された介護を受けら

れる環境」を望まれております。高齢者向けの住宅といたしましては、

「高齢者専用賃貸住宅」が平成17年に制度化されました。通称「高専

賃」と呼ばれており、一般の賃貸住宅に加えバリアフリー化、介護サー

ビスの利用、コミュニティルームの設置など、高齢者にとって安心でき

る設備やサービスが充実した住宅でございます。 

 民間で「高齢者専用賃貸住宅」の建設予定地の話もございますが、冒

頭申し上げましたように、今後市といたしまして高齢者が安心して生活

できる環境整備についても検討はしていかなければならないと思ってお

りますので、御理解をしてもらいたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 塚本近君。 

○塚 本 議 員  先ほど市長のほうから高齢者の住みなれた地域を離れたくないという

ようなお話もありました。私は先ほどから申しますように、元気なひと

り暮らしの皆さんが生活不安を抱えておられるような、そういう人が住

まれるような住宅ができればなという思いで発言をさせていただいてお

りますので御理解をいただきたいと思います。 

 先ほど市長のほうから高齢者専用賃貸住宅という話がございました。

まさにサービスが充実した住宅がほんと民間の手でできるならば非常に

よいことだというふうに思います。そうした中、例えばそういう住宅が

できれば高齢者の皆さんが入居しやすいような助成金であったり、また

建設される際に建設資金といいますか、そういうものが考えられるので

はなかろうかと思いますが、その点についてお伺いをしたいます。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 福祉保健部長 重本邦明君。 

○重本福祉保健部長  高齢者専用賃貸住宅についての助成関係については今のところござい

ません。先般、福祉施設奨励条例といいまして認知症グループホームの

関係、小規模多機能につきまして設置したばっかりでございまして、民

間でも他の市町でもちょっとマンション老人的なものについては聞いて

おりませんので研究はしてますが、なかなか民活についても難しいとこ

ろもあるかと思いますが、よろしくお願いいたしたいと思います。 
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○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 塚本近君。 

○塚 本 議 員  今の高齢者専用賃貸住宅の助成といいますか、入居助成であったり建

築助成であったりというのは、まだ取り入れられていないということで

ございますが、今後そういうことが考えられるならばそういう子育て支

援住宅と同等に高齢者のそういう入居するような施策も必要ではないか

というふうに考えますのでよろしくお願いいたします。 

 また、先ほど同僚議員のほうから今年の豪雪について話がございまし

た。特に今年の豪雪につきましては大変な雪でありまして、私も最も高

齢化率の高い川根地域にことし行事がありまして赴くことがございまし

て、そこでこんな話を聞きました。このたびの雪は除雪のこともありま

すけれども大変心細い思いがしたということでございます。そんな中、

冬場の生活の状況をお聞きしますと、冬場は雪が多いので都会に出てい

る息子のところへ3カ月、4カ月行くんですよというような話を聞かせて

もらってます。そういう話をいただいたときにぜひとも私が今回質問を

させていただいたそういう住宅があれば、皆さんがほんと安心して住ま

れる地域ができるのではないかというような思いがいたしましたので、

お聞きいたしております。 

 本年の施策方針の生活環境の整備の中で、市長さんは高宮の促進住宅

の施策について協議するというようなこともおっしゃっております。例

えば、その一部を高齢者向けの住宅にするとか、また今後考えられる学

校統合などの空きスペースをそういうような住宅に改造すれば、高齢者

の皆さんが安心して住まれるのではないかなという思いがしております

のでお聞きしております。その点について促進も含め、空きスペースも

含め、そういう考えがあるかないか、よろしくお願いいたします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  現在、先ほど水戸議員の質問にもありましたように、将来的に除雪も

考えていかないけないけど困ったときに移動して集団で住んでもらう仕

組みがいるんじゃないかということも説明させてもらいました。まさし

くこのことでございまして、現在実は、雇用促進住宅というのがござい

まして、それを購入することが今厚生労働省のほうから義務づけられて

おります。いるいるいうたら高くなるので、私は今のところこれは余り

使わないっていってるんですけど、最終的にはどうしても買わせるんじ

ゃないかと思ってるんで、その時の有効活用として今頭で考えているの

が、そういうお年寄りの方々の集合住宅とか企業の方々の宿舎とか総合

的に考えていきたいと思っております。余りこれは使い道だと言うたら

これが高い買い物になるので、こういうところで議事録にしてもいいか

どうか、ちょっと疑問なんですけど、先生がおっしゃったので今答えて

ますけど、こういう検討はしております。 

 逆に、さっきの除雪議論もございますのでこのたびの雤の頻度も考え
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ながら、これが100年に1回とかいうなら構わないけど、しょっちゅう10

年に1回来るようなもんだったら相当な腰を入れて考えていかないけん

課題にもなります。皆さん方も寂しいというのは一人で住んでるから寂

しいんであって、雪の多いときとか交通遮断、いろんな気象状況が悪い

ときにはみんなと集団として住んでおけばかなり安心できるんじゃない

かと思いますので、こういうことはしっかり高齢者対策専用住宅、こう

いう難しい行政用語じゃございませんけれど、そういうグループホーム

的なものをこれから考える必要があるんじゃないかということは考えて

ることは確かでございます。また必要と思ってます。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 塚本近君。 

○塚 本 議 員  私は高齢者政策の最も重要なところは、高齢者の方を孤立させない政

策が国であったり地方自治体も考えていくべきであろうというふうに思

います。高齢者がほんと安心して生活できる環境整備が必要と考えます。

高齢者の方々が生活を楽しみ、苦しみや悩みやそうしたことを話し合え

る環境をぜひとも考えていく必要があろうかと思いますので、子育て支

援住宅政策と同様なそういう住居を持ち、住んでよかったと思えるよう

な福祉政策をお願いをいたしまして、次の質問に入らせていただきます。 

 平成の大合併ということでお伺いします。先の2月9日に合併の影響、

検証のときという中国新聞の1ページがございました。語ろう、平成の

大合併をテーマに地域の将来像を探る中国未来塾が開かれ、平成の大合

併光と影について活発な意見交換がされたという記事がございました。

大規模は市町村合併は、地方分権の推進、また地方自治体の根本的な構

造改革の中で行われてきました、合併することでプラス面であったり、

またデメリットの部分も多くあると思いますが、今日市長は合併をどの

ようにとらえ感じておられるか、まずお伺いをいたします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  平成の大合併、市長としてこの合併をどのように感じ、今後のまちづ

くりに取り組まれるかという御質問であります。 

 御承知のように、安芸高田市を構成する旧6町は経済、文化、生活な

ど多くの面で深い結びつきがあり、古くから一体感の強い地域であるこ

とから、長年6町の共同により、定住環境の整備、交流促進対策、産業

の振興、し尿処理、介護保険、消防・救急業務などさまざまな広域的事

務処理に取り組んだところであります。しかし、地方自治をとり巻く急

激な環境の中で、各町が抱える「地方分権と新たなまちづくりへの対

応」「生活圏の一体化と多様な行政ニーズへの対応」「厳しい財政状況

への対応」等の課題に的確に対応していくためには、「一部事務組合」

や「広域連合」による広域行政では限界があり、自治体のあるべき姿、

役割、機能そのものが大きく問われるようになってまいりました。国と

地方の新たな関係に対応した自治能力や、行財政基盤の強化、効率化な
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ど行政の改革を図り、広域的な視野に基づき、一体的なまちづくりを推

進していくため、高田郡6町の合併は避けて通れない状況であったと考

えております。合併せずに各町単独での健全な行政推進は到底困難であ

ったと思います。 

 今後もさらなる行政改革の断行により、行政組織の効率化と財政力の

強化を図るとともに、「いつまでも安心して暮らし続けられる安芸高田

市」を目指し、「選択と集中」の理念による「総合計画」「財政健全化

計画」に基づき、各種事業が着実に実現できるよう取り組みを進めてま

いりたいと思います。合併してだめだったというんではなく、合併を契

機として安芸高田市の歴史とか神楽とかの大きな歴史、文化またはサン

フレッチェとかレオリック等のスポーツ、それから土師ダムの観光資源

とか湧永の観光資源とかそういうものを有効活用することによって、よ

りいいまちの方向に進めていくことが私の責務と考えております。合併

してよかったと、合併したからこういうことができたんだというような

事業の展開をこれからも図っていきたいと思っております。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 塚本近君。 

○塚 本 議 員  市長は6町の合併は避けて通れない状況で、合併をしなければ行政推

進は困難であったというふうな答弁でありました。私もそのように考え

ております。今回の一般質問で多くの皆さんがそれぞれの立ち場で、先

ほど言いましたように質疑をし答弁を、市長の厚い思いも聞かせていた

だいておりますけれども、私の現在思っていることを素直に申させてい

ただいて、ダブルこともあろうかと思いますが、お許しをいただきたい

と思います。 

 今回、市民の皆さんあるいは私自身が特に思っておることは、何とい

っても合併をした周辺部の市民生活での不安であります。合併したこと

により役場があった地域の商店街、またそこにあったにぎわいがなくな

り住民の生活が不便になり、役場周辺地域が非常に暗くなったように私

は感じております。旧町の過疎化が合併によって加速した格好になり、

今後ますます加速されると思います。周辺部のまちづくりをそれぞれの

地域の特性をいかされた体制をつくる必要があると私は思っております。

先ほど言いましたように、同僚議員が質問をいたしておりますけれども、

そういう中でのまちづくり、私もよくわかっているつもりではございま

すが、この点についてはぜひとも何とかにぎわいが戻せるようなそうい

うまちをつくっていっていただきたいというふうに思っております。 

 なお、この一般質問を出したのちに今回のあきたかたの3号が発刊さ

れまして、この中に市長のコラム31回目を重ねております。市長はこの

中で、将来を見据えた安芸高田市市政の方針ということで市民の皆さん

に思いを伝えていただいております。私が今感じるのは、先ほどの質問

に対しても市長さんの御意見をいただくつもりでおりましたけれども、

もう答弁をそれぞれの議員さんの中でいただいておりますのであえて言
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いませんけれども、やはり市民の皆さんへ今の市長の思いであったり、

願いといいますか施策を伝えていくことが一番大事だろうと。それは広

報誌であったりインターネットであったりするかもわかりませんけれど

も、昨日の亀岡議員さんの行政懇談会の話もありました。私はぜひとも

今度の懇談会にはこの合併がどうであったんだろうか、こういう状況の

中で今後どういうようなまちづくりを進めていくんだろうかというよう

なテーマをもって、市民の皆さんと接していただけるようなそういう行

政懇談会にしていただければ、市民の皆さんの考えであったり、また行

政の考えであったり、そういうものがお互いに歩み寄って、今後住んで

よかった、本当に住んでよかった安芸高田市がつくられるんではないか

と思いますが、市長、どうでしょうか。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  同感でございます。いろんな施策の展開を市民の方々に理解をしてい

ただいて、御批判なり御協力を願うというのはこれから大事だと思いま

す。いろいろこんな行政懇談会でございますけど、テーマを絞ってわか

りやすく市民の方々に御理解を賜るような方策はこれからも考えていき

たいと思っております。どうしてもここへ住んでるわけですから、お年

寄りが住んでいることを誇りに思い、財産と思い、この各地の悪いとこ

ろは捨ててええところをええんじゃと思ってこのことをいかしながら議

員の皆様方、市民の皆さん方とまちづくりを行っていきたいと。そうす

れば、必ずいい結果が出てくるんじゃないかと思います。私平素から思

ってたんですけど、副議長からの提案で改めて認識をいたしましたので、

こういうまちづくりの方向を探っていきたいと思ってます。前はよかっ

たとかどうかといってもなかなかさえない話なんで、これからどうする

かということをしっかりみんなと一緒に考えていきたいと思ってます。

広報につきましては、わかりやすく市民に指示することはこれからも心

がけていきたいと思っております。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 塚本近君。 

○塚 本 議 員  市長さんのほうからそういうような状況の中でそういう対話も含めて

やっていこうということでございます。私たちこの地に生まれこの地に

育ったものはその地を捨てるわけにはいかないわけです。ぜひともそう

いう気持ちになっていただいて、今後対話のある市民にわかりやすい市

政を目指していただくことをお願いいたしまして、私の一般質問を終わ

らせていただきます。 

○藤 井 議 長  以上で塚本近君の質問を終わります。 

 以上で本日の日程は終了いたしましたので、散会いたします。次回は、

3月18日午前10時に再開いたします。 

 御苦労さまでございました。 

 



200 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  ３時０１分 散会 
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